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第１章  総  則  

 

１ － １  適 用  

1．  盛 岡 市 水 道 工 事 標 準 仕 様 書（ 以 下「 標 準 仕 様 書 」と い う 。）は 、盛 岡 市

上 下 水 道 局 が 発 注 す る 水 道 工 事（ 以 下「 工 事 」と い う 。）に 係 る 工 事 請 負

契 約 書（ 頭 紙 、盛 岡 市 工 事 請 負 契 約 約 款（ 以 下「 契 約 約 款 」と い う 。）及

び 工 事 請 負 契 約 書 附 属 条 件 ）及 び 設 計 図 書 の 内 容 に つ い て 、統 一 的 な 解 釈

及 び 運 用 を 図 る と と も に 、そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め 、も っ て 契 約 の 適 正 な

履 行 の 確 保 を 図 る た め の も の で あ る 。  

2．  受 注 者 は 、標 準 仕 様 書 の 適 用 に あ た っ て は 、建 設 業 法 第 18条 に 定 め る 建

設 工 事 の 請 負 契 約 の 原 則 に 基 づ く 施 工 管 理 体 制 を 遵 守 し な け れ ば な ら な

い 。ま た 、監 督 及 び 検 査（ 完 成 検 査 、既 済 部 分 検 査 ）は 、地 方 自 治 法 第 234

条 の ２ （ 昭 和 22年 ４ 月 17日 法 律 67号 ） 及 び 地 方 自 治 法 施 行 令 第 167号 の 15

に 基 づ く も の で あ る こ と を 、 受 注 者 は 認 識 し な け れ ば な ら な い 。  

3．  契 約 図 書 は 相 互 に 補 完 し 合 う も の と し 、工 事 請 負 契 約 書 及 び 設 計 図 の い

ず れ か に よ っ て 定 め ら れ て い る 事 項 は 、契 約 の 履 行 を 拘 束 す る も の と す る 。 

4．  特 記 仕 様 書 、図 面 、又 は 標 準 仕 様 書 の 間 に 相 違 が あ る 場 合 、又 は 図 面 か

ら の 読 み 取 り と 図 面 に 書 か れ た 数 字 が 相 違 す る 場 合 、受 注 者 は 監 督 職 員 に

確 認 し て 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

5．  受 注 者 は 、誠 実 に 工 事 を 履 行 し 、監 督 職 員 の 指 示 が な い 限 り 工 事 を 継 続

し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、契 約 約 款 第 26条 に 定 め る 内 容 等 の 措 置 を 行

う 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

6．  設 計 図 書 は 、SI単 位 を 使 用 す る も の と す る 。SI単 位 に つ い て は 、SI単 位

と 非 SI単 位 と が 併 記 さ れ て い る 場 合 は （ ） 内 を SI単 位 と す る 。 受 注 者 は 、

SI単 位 の 通 用 に 伴 い 、端 数 処 理 の 方 法 が（ ）内 に 示 さ れ た も の と 異 な る 場

合 は 、監 督 職 員 と 協 議 し な け れ ば な ら な い 。又 、数 式 等 に 単 位 表 示 が 含 ま

れ る 場 合 で SI単 位 が 併 記 さ れ て い な い 場 合 は 、SI単 位 適 用 後 も 非 SI単 位 で

使 用 す る も の と す る 。  

 

１ － ２  用 語 の 定 義  

1．  契 約 約 款 第 ９ 条 で 定 め る 監 督 員 と は 、主 任 監 督 員 、監 督 員 及 び 補 助 監 督  

員 と し 、 総 称 し て 監 督 職 員 と い う 。  

2．  主 任 監 督 員 と は 、監 督 総 括 業 務 を 担 当 し 、主 に 受 注 者 に 対 す る 指 示 、承

諾 又 は 協 議 及 び 関 連 工 事 の 調 整 の う ち 重 要 な も の の 処 理 、一 時 中 止 又 は 打

切 り の 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に お け る 契 約 担 当 者 に 対 す る 報 告 等 を 行

う と と も に 、監 督 員 及 び 補 助 監 督 員 の 指 揮 監 督 並 び に 監 督 業 務 の 掌 理 を 行

う 者 を い う 。  



① －2 [本編] 

 

3．  監 督 員 と は 、 現 場 監 督 業 務 を 担 当 し 、 主 に 受 注 者 に 対 す る 指 示 、 承 諾 、

協 議 、工 事 実 施 の た め の 詳 細 図 等 の 作 成 及 び 交 付 、受 注 者 が 作 成 し た 図 面

の 承 諾 、契 約 図 書 に 基 づ く 工 程 の 管 理 、立 会 、段 階 確 認 、工 事 材 料 の 試 験 、

検 査 の 立 会 、関 連 工 事 の 調 整（ 重 要 な も の を 除 く ）、設 計 図 書 の 変 更 、一

時 中 止 又 は 打 切 り の 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に お け る 主 任 監 督 員 へ の 報

告 、 補 助 監 督 員 の 指 揮 及 び 一 般 監 督 業 務 の 掌 理 を 行 う 者 を い う 。  

4．  補 助 監 督 員 と は 、現 場 監 督 業 務 の 監 督 補 助 業 務 を 担 当 し 、主 に 受 注 者 に

対 す る 指 示 、承 諾 、協 議 、契 約 図 書 に 基 づ く 工 程 の 管 理 、立 会 、段 階 確 認 、

工 事 材 料 の 試 験 の 実 施 （ 重 要 な も の は 除 く ） を 行 う 。  

5．  契 約 図 書 と は 、 工 事 請 負 契 約 書 及 び 設 計 図 書 を い う 。  

6．  設 計 図 書 と は 、仕 様 書 、図 面 、工 事 数 量 総 括 表 及 び 現 場 説 明 に 対 す る 質

問 回 答 書 を い う 。  

7．  仕 様 書 と は 、各 工 事 に 共 通 す る 標 準 仕 様 書 と 各 工 事 に 規 定 さ れ る 特 記 仕

様 書 を 総 称 し て い う 。  

8．  標 準 仕 様 書 と は 、各 建 設 作 業 の 順 序 、使 用 材 料 の 品 質 、数 量 、仕 上 げ の

程 度 、施 工 方 法 等 工 事 を 施 工 す る う え で 必 要 な 技 術 的 要 求 、工 事 内 容 を 説

明 し た も の の う ち 、あ ら か じ め 定 型 的 な 内 容 を 盛 り 込 み 作 成 し た も の を い

う 。  

9．  特 記 仕 様 書 と は 、標 準 仕 様 書 を 補 足 し 、工 事 の 施 工 に 関 す る 明 細 又 は 工

事 に 固 有 の 技 術 的 要 求 を 定 め る 図 書 を い う 。  

10. 質 問 回 答 書 と は 、入 札 参 加 者 が 提 出 し た 契 約 条 件 等 に 関 す る 質 問 書 に 対

し て 発 注 者 が 回 答 す る 書 面 を い う 。  

11． 図 面 と は 、入 札 に 際 し て 発 注 者 が 示 し た 設 計 図 、発 注 者 か ら 変 更 又 は 追

加 さ れ た 設 計 図 及 び 工 事 完 成 図 等 を い う 。た だ し 、詳 細 設 計 を 含 む 工 事 に

あ っ て は 契 約 図 書 及 び 監 督 職 員 の 指 示 に 従 っ て 作 成 さ れ 、監 督 職 員 が 認 め

た 詳 細 設 計 の 成 果 品 の 設 計 図 を 含 む も の と す る 。  

12． 指 示 と は 、監 督 職 員 が 受 注 者 に 対 し 、工 事 の 施 工 上 必 要 な 事 項 に つ い て

書 面 を も っ て 示 し 、 実 施 さ せ る こ と を い う 。  

13． 承 諾 と は 、契 約 図 書 で 明 示 し た 事 項 に つ い て 、発 注 者 若 し く は 監 督 職 員

又 は 受 注 者 が 書 面 に よ り 同 意 す る こ と を い う 。  

14． 協 議 と は 、書 面 に よ り 契 約 図 書 の 協 議 事 項 に つ い て 、発 注 者 と 受 注 者 が

対 等 の 立 場 で 合 議 し 、 結 論 を 得 る こ と を い う 。  

15． 提 出 と は 、受 注 者 が 監 督 職 員 に 対 し 、工 事 に 係 わ る 書 面 ま た は そ の 他 の

資 料 を 説 明 し 、 差 し 出 す こ と を い う 。  

16． 提 示 と は 、受 注 者 が 監 督 職 員 に 対 し 、工 事 に 係 わ る 書 面 ま た は そ の 他 の

資 料 を 示 し 、 説 明 す る こ と を い う 。  

17． 報 告 と は 、 受 注 者 が 監 督 職 員 に 対 し 、 工 事 の 状 況 ま た は 結 果 に つ い て 、

書 面 を も っ て 知 ら せ る こ と を い う 。  

18． 通 知 と は 、監 督 職 員 が 受 注 者 に 対 し 、又 は 受 注 者 が 監 督 職 員 に 対 し 、書

面 を も っ て 知 ら せ る こ と を い う 。  
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19． 書 面 と は 、手 書 き 、印 刷 等 の 伝 達 物 を い い 、発 行 年 月 日 を 記 載 し 、署 名

又 は 押 印 し た も の を 有 効 と す る 。  

(1) 緊 急 を 要 す る 場 合 は 、 電 信 、 フ ァ ク シ ミ リ 及 び 電 子 メ ー ル に よ り 伝 達

で き る も の と す る が 、 後 日 有 効 な 書 面 と 差 し 換 え る も の と す る 。  

(2) 電 子 納 品 を 行 う 場 合 は 、 監 督 職 員 と 別 途 協 議 す る も の と す る 。  

20． 確 認 と は 、契 約 図 書 に 示 さ れ た 事 項 に つ い て 、臨 場 も し く は 関 係 資 料 に

よ り 、 そ の 内 容 に つ い て 契 約 図 書 と の 適 合 を 確 か め る こ と を い う 。  

21． 立 会 い と は 、契 約 図 書 に 示 さ れ た 項 目 に つ い て 、監 督 職 員 が 臨 場 し 、内

容 を 確 認 す る こ と を い う 。  

22． 段 階 確 認 と は 、設 計 図 書 に 示 さ れ た 施 工 段 階 に お い て 、監 督 職 員 が 臨 場

等 に よ り 、 出 来 形 、 品 質 、 規 格 、 数 値 等 を 確 認 す る こ と を い う 。  

23． 工 事 検 査 と は 検 査 職 員 が 契 約 約 款 第 31 条 、 第 37 条 、 第 38 条 に 基 づ い

て 工 事 完 了 の 確 認 を 行 う こ と を い う 。  

24． 検 査 職 員 と は 、 工 事 検 査 を 行 う た め に 発 注 者 が 定 め た 者 を い う 。  

25． 同 等 以 上 の 品 質 と は 、品 質 に つ い て 設 計 図 書 で 指 定 す る 品 質 、又 は 設 計

図 書 に 指 定 が な い 場 合 に は 、監 督 職 員 が 承 諾 す る 試 験 機 関 の 品 質 の 確 認 を

得 た 品 質 、も し く は 、監 督 職 員 の 承 諾 し た 品 質 を い う 。な お 試 験 機 関 の 品

質 の 確 認 の た め に 必 要 と な る 費 用 は 受 注 者 の 負 担 と す る 。  

26． 工 期 と は 、契 約 図 書 に 明 示 し た 工 事 を 実 施 す る た め に 要 す る 準 備 及 び 跡

片 付 け 期 間 を 含 め た 始 期 日 か ら 終 期 日 ま で の 期 間 を い う 。  

27． 工 事 開 始 日 と は 、工 期 の 始 期 日 又 は 設 計 図 書 に お い て 規 定 す る 始 期 日 を

い う 。  

28． 工 事 着 手 日 と は 、工 事 開 始 日 以 降 の 実 際 の 工 事 の た め の 準 備 工 事（ 現 場

事 務 所 等 の 建 設 又 は 測 量 を 開 始 す る こ と を い い 、詳 細 設 計 を 含 む 工 事 に あ

っ て は そ れ を 含 む ） の 初 日 を い う 。  

29． 工 事 と は 、 本 体 工 事 及 び 仮 設 工 事 、 又 は そ れ ら の 一 部 を い う 。  

30． 本 体 工 事 と は 、設 計 図 書 に 従 っ て 、工 事 目 的 物 を 施 工 す る た め の 工 事 を

い う 。  

31． 仮 設 工 事 と は 、各 種 の 仮 工 事 で あ っ て 、工 事 の 施 工 及 び 完 成 に 必 要 と さ

れ る も の を い う 。  

32． 現 場 と は 、工 事 を 施 工 す る 場 所 及 び 工 事 の 施 工 に 必 要 な 場 所 及 び そ の 他

の 設 計 図 書 で 明 確 に 指 定 さ れ る 場 所 を い う 。  

33． Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 と は 、 日 本 産 業 規 格 を い う 。  

34． Ｊ Ｗ Ｗ Ａ 規 格 と は 、 日 本 水 道 協 会 規 格 を い う 。  

35． Ｓ Ｉ と は 、 国 際 単 位 系 を い う 。  

 

１ － ３  設 計 図 書 の 照 査 等  

1．  受 注 者 か ら の 要 求 が あ り 、監 督 職 員 が 必 要 と 認 め た 場 合 、受 注 者 に 図 面

の 原 図 を 貸 与 す る こ と が で き る 。た だ し 、他 の 仕 様 書 、土 木 工 事 施 工 管 理

基 準 及 び 規 格 値 等 、市 販 さ れ て い る も の に つ い て は 受 注 者 の 負 担 に お い て
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備 え る も の と す る 。  

2．  受 注 者 は 、 施 工 前 及 び 施 工 途 中 に お い て 、 自 ら の 費 用 で 契 約 約 款 第 18

条 第 1 項 第 1 号 か ら 第 5 号 に 係 る 設 計 図 書 の 照 査 を 行 い 、該 当 す る 事 実 が

あ る 場 合 は 、 監 督 職 員 に そ の 事 実 が 確 認 で き る 資 料 を 書 面 に よ り 提 出 し 、

確 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。 な お 、 確 認 で き る 資 料 と は 、 現 場 地 形 図 、

設 計 図 と の 対 比 図 、施 工 図 等 を 含 む も の と す る 。ま た 、受 注 者 は 監 督 職 員

か ら 更 に 詳 細 な 説 明 又 は 書 面 の 追 加 の 要 求 が あ っ た 場 合 は 従 わ な け れ ば

な ら な い 。  

3．  受 注 者 は 、契 約 の 目 的 の た め に 必 要 と す る 以 外 は 、契 約 図 書 、お よ び そ

の 他 の 図 書 を 監 督 職 員 の 承 諾 な く し て 第 三 者 に 使 用 さ せ 、又 は 伝 達 し て は

な ら な い 。  

 

１ － ４  監 督 職 員  

1．  当 該 工 事 に お け る 監 督 職 員 の 権 限 は 、下 表 1-1「 監 督 職 員 の 権 限 の 内 容 」

の と お り と す る 。  

2．  監 督 職 員 が そ の 権 限 を 行 使 す る と き は 、書 面 に よ り 行 う も の と す る 。た

だ し 、緊 急 を 要 す る 場 合 は 監 督 職 員 が 、受 注 者 に 対 し 口 頭 に よ る 指 示 等 を

行 え る も の と す る 。口 頭 に よ る 指 示 等 が 行 わ れ た 場 合 に は 、後 日 書 面 に よ

り 監 督 職 員 と 受 注 者 の 両 者 が 指 示 内 容 等 を 確 認 す る も の と す る 。  

 

 表 1-1       監 督 職 員 の 権 限 の 内 容  

内   容  
上 下 水 道  

事 業 管 理 者  

主 任  

監 督 員  
監 督 員  

補 助  

監 督 員  

関 連 工 事 の 調 整 （ 契 約 約 款 第 ２ 条 関 係 ）  権 限 委 任  ○    

監 督 員 （ 契 約 約 款 第 ９ 条 関 係 ）   ○  ○  ○  

工 事 関 係 者 に 関 す る 措 置 請 求  

（ 契 約 約 款 第 12条 ２ 項 関 係 ）  
 ○  ○   

（ 契 約 約 款 第 12条 ４ 項 関 係 ）   ○  ○  ○  

工 事 材 料 の 品 質 及 び 検 査 等  

（ 契 約 約 款 第 13条 関 係 ）  
 ○  ○  ○  

監 督 員 の 立 会 い 及 び 工 事 記 録 の 整 備 等  

（ 契 約 約 款 第 14条 関 係 ）  
 ○  ○  ○  

支 給 材 料 及 び 貸 与 品  

（ 契 約 約 款 第 15条 第 ２ 項 ・ 第 11項 関 係 ）  
 ○  ○  ○  

設 計 図 書 不 適 合 の 場 合 の 改 造 義 務 及 び 破 壊

検 査 等 （ 契 約 約 款 第 17条 関 係 ）  
 ○  ○  ○  

条 件 変 更 等 （ 契 約 約 款 第 18条 関 係 ）   ○  ○  ○  

臨 機 の 措 置 （ 契 約 約 款 第 26条 関 係 ）   ○  ○  ○  

不 可 抗 力 に よ る 損 害  

（ 契 約 約 款 第 29条 第 ２ 項 関 係 ）  
権 限 委 任  ○    

瑕 疵 担 保 （ 契 約 約 款 第 41条 第 ５ 項 関 係 ）   ○  ○  ○  

火 災 保 険 等 （ 契 約 約 款 第 48条 関 係 ）  権 限 委 任  ○  ○   

あ っ せ ん 又 は 調 停  

（ 契 約 約 款 第 49条 第 ２ 項 関 係 ）  
 ○  ○  ○  

 

１ － ５  工 事 の 着 手  

受 注 者 は 、設 計 図 書 に 定 め の あ る 場 合 の 他 、特 別 の 事 情 が な い 限 り 工 事
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開 始 日 後 30 日 以 内 に 着 手 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － ６  工 事 の 下 請 負  

受 注 者 は 、下 請 負 に 付 す る 場 合 に は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 を す べ て 満

た さ な け れ ば な ら な い 。  

(1) 受 注 者 が 、 工 事 の 施 工 に つ き 総 合 的 に 企 画 、 指 導 及 び 調 整 す る も の で

あ る こ と 。  

(2) 下 請 負 者 が 盛 岡 市 市 営 建 設 工 事 又 は 盛 岡 市 上 下 水 道 局 建 設 工 事 の 請 負

契 約 競 争 入 札 参 加 資 格 者 で あ る 場 合 に は 、 指 名 停 止 期 間 中 で な い こ と 。  

(3) 下 請 負 者 は 、 当 該 下 請 負 工 事 の 施 工 能 力 を 有 す る こ と 。 な お 、 下 請 契

約 を 締 結 す る と き は 、 適 正 な 額 の 請 負 代 金 で の 下 請 け 契 約 の 締 結 に 努 め

な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － ７  受 注 者 相 互 の 協 力  

受 注 者 は 、契 約 約 款 第 ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 隣 接 工 事 又 は 関 連 工 事 の 請 負

業 者 と 相 互 に 協 力 し 、 施 工 し な け れ ば な ら な い 。  

ま た 、関 連 の あ る 電 力 、通 信 、ガ ス 等 の 工 事 及 び 地 方 公 共 団 体 等 が 施 工

す る 関 連 工 事 が 同 時 に 施 工 さ れ る 場 合 に も 、こ れ ら 関 係 者 と 相 互 協 力 し な

け れ ば な ら な い 。  

 

１ － ８  調 査 ・ 試 験 に 対 す る 協 力  

受 注 者 は 、発 注 者 が 自 ら 又 は 発 注 者 が 指 定 す る 第 三 者 が 行 う 調 査 及 び 試

験 に 対 し て 、 監 督 職 員 の 指 示 に よ り こ れ に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － ９  工 事 の 一 時 中 止  

1．  発 注 者 は 、 契 約 約 款 第 20 条 の 規 定 に 基 づ き 次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 に

お い て は 、受 注 者 に 対 し て あ ら か じ め 書 面 を も っ て 通 知 し た 上 で 、必 要 と

す る 期 間 、工 事 の 全 部 又 は 一 部 の 施 工 に つ い て 一 時 中 止 さ せ る こ と が で き

る も の と す る 。  

な お 、 暴 風 、 豪 雨 、 洪 水 、 高 潮 、 地 震 、 地 す べ り 、 落 盤 、 火 災 、 騒 乱 、

暴 動 そ の 他 の 自 然 的 又 は 人 為 的 な 事 象 に よ る 工 事 の 中 断 に つ い て は 、受 注

者 は 適 切 に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 埋 蔵 文 化 財 の 調 査 、 発 掘 の 遅 延 及 び 埋 蔵 文 化 財 が 新 た に 発 見 さ れ 、 工

事 の 続 行 が 不 適 当 又 は 不 可 能 と な っ た 場 合  

(2) 関 連 す る 他 の 工 事 の 進 捗 が 遅 れ た た め 、 工 事 の 続 行 を 不 適 当 と 認 め た

場 合  

(3) 工 事 着 手 後 、 環 境 間 題 等 の 発 生 に よ り 工 事 の 続 行 が 不 適 当 又 は 不 可 能

と な っ た 場 合  

(4) 第 三 者 、 受 注 者 、 下 請 負 者 又 は そ の 代 理 人 も し く は そ の 使 用 人 そ の 他

こ れ に 準 ず る 者 （ 以 下 「 使 用 人 等 」 と い う 。 ） 及 び 監 督 職 員 の 安 全 の た
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め 必 要 が あ る と 認 め る 場 合  

2．  発 注 者 は 、受 注 者 が 契 約 図 書 に 違 反 し 又 は 監 督 職 員 の 指 示 に 従 わ な い 場

合 等 、監 督 職 員 が 必 要 と 認 め た 場 合 に は 、工 事 の 中 止 内 容 を 受 注 者 に 通 知

し 、工 事 の 全 部 又 は 一 部 の 施 工 に つ い て 一 時 中 止 さ せ る こ と が で き る も の

と す る 。  

3．  前 1 項 及 び 2 項 の 場 合 に お い て 、 受 注 者 は 施 工 を 一 時 中 止 す る 場 合 は 、

中 止 期 間 中 の 維 持・管 理 に 関 す る 基 本 計 画 書 を 発 注 者 に 提 出 し 、承 諾 を 得

る も の と す る 。ま た 、受 注 者 は 工 事 の 続 行 に 備 え 工 事 現 場 を 保 全 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

１ － 10 工 期 変 更  

1．  契 約 約 款 第 15 条 第 ７ 項 、第 17 条 第 1 項 、第 18 条 第 ５ 項 、第 19 条 、第

20 条 第 ３ 項 及 び 第 21 条 及 び 第 40 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 工 期 の 変 更 に つ

い て 、 契 約 約 款 第 23 条 の 工 期 変 更 協 議 の 対 象 で あ る か 否 か を 監 督 職 員 と

受 注 者 と の 間 で 確 認 す る（ 本 条 に お い て 以 下「 事 前 協 議 」と い う 。）も の

と し 、 監 督 職 員 は そ の 結 果 を 受 注 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

2．  受 注 者 は 、契 約 約 款 第 18 条 第 ５ 項 及 び 第 19 条 に 基 づ き 設 計 図 書 の 変 更

ま た は 訂 正 が 行 わ れ た 場 合 、第 １ 項 に 示 す 事 前 協 議 に お い て 工 期 変 更 協 議

の 対 象 で あ る と 確 認 さ れ た 事 項 に つ い て 、必 要 と す る 変 更 日 数 の 算 出 根 拠 、

変 更 工 程 表 そ の 他 必 要 な 資 料 を 添 付 の 上 、 契 約 約 款 第 23 条 第 ２ 項 に 定 め

る 協 議 開 始 の 日 ま で に 工 期 変 更 の 協 議 書 を 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

3．  受 注 者 は 、 契 約 約 款 第 20 条 に 基 づ く 工 事 の 全 部 も し く は 一 部 の 施 工 が

一 時 中 止 と な っ た 場 合 、第 1 項 に 示 す 事 前 協 議 に お い て 工 期 変 更 協 議 の 対

象 で あ る と 確 認 さ れ た 事 項 に つ い て 、必 要 と す る 変 更 日 数 の 算 出 根 拠 、変

更 工 程 表 そ の 他 必 要 な 資 料 を 添 付 の 上 、 契 約 約 款 第 23 条 第 ２ 項 に 定 め る

協 議 開 始 の 日 ま で に 工 期 変 更 の 協 議 書 を 監 督 職 員 に 提 出 す る も の と す る 。 

4．  受 注 者 は 、 契 約 約 款 第 21 条 に 基 づ き 工 期 の 延 長 を 求 め る 場 合 、 第 １ 項

に 示 す 事 前 協 議 に お い て 工 期 変 更 協 議 の 対 象 で あ る と 確 認 さ れ た 事 項 に

つ い て 、必 要 と す る 延 長 日 数 の 算 出 根 拠 、変 更 工 程 表 そ の 他 必 要 な 資 料 を

添 付 の 上 、 契 約 約 款 第 23 条 第 ２ 項 に 定 め る 協 議 開 始 の 日 ま で に 工 期 変 更

の 協 議 書 を 監 督 職 員 に 提 出 す る も の と す る 。  

5．  受 注 者 は 、 契 約 約 款 第 22 条 第 １ 項 に 基 づ き 工 期 の 短 縮 を 求 め ら れ た 場

合 、 可 能 な 短 縮 日 数 の 算 出 根 拠 、 変 更 工 程 表 そ の 他 必 要 な 資 料 を 添 付 し 、

契 約 約 款 第 23 条 第 ２ 項 に 定 め る 協 議 開 始 の 日 ま で に 工 期 変 更 の 協 議 書 を

監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － 11 設 計 図 書 の 変 更 等  

1．  契 約 約 款 第 19 条 の 規 定 に 基 づ く 設 計 図 書 の 変 更 と は 、 入 札 に 際 し て 発

注 者 が 示 し た 設 計 図 書 を 受 注 者 に 行 っ た 工 事 の 変 更 指 示 に 基 づ き 発 注 者
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が 修 正 す る こ と を い う 。  

2．  受 注 者 は 、工 事 の 完 成 の 際 に は 出 来 形 測 量 を 行 い 、そ の 計 測 結 果 に 基 づ

い て 完 成 図 を 作 成 し 、 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － 12 建 設 副 産 物  

1． 受 注 者 は 、掘 削 に よ り 発 生 し た 石 、砂 利 、砂 そ の 他 の 材 料 を 工 事 に 用 い

る 場 合 、設 計 図 書 に 明 示 が な い 場 合 に は 、本 体 工 事 又 は 設 計 図 書 に 指 定 さ

れ た 仮 設 工 事 に あ た っ て は 、監 督 職 員 と 協 議 す る も の と し 、設 計 図 書 に 明

示 が な い 任 意 の 仮 設 工 事 に あ た っ て は 、監 督 職 員 の 承 諾 を 得 な け れ ば な ら

な い 。  

2． 受 注 者 は 、産 業 廃 棄 物 が 搬 出 さ れ る 工 事 に あ た っ て は 、産 業 廃 棄 物 管 理

票（ 紙 マ ニ フ ェ ス ト ）又 は 電 子 マ ニ フ ェ ス ト に よ り 、適 正 に 処 理 さ れ て い

る こ と を 確 認 す る と と も に 監 督 職 員 及 び 検 査 職 員 に 提 示 し な け れ ば な ら

な い 。  

3． 受 注 者 は 、建 設 副 産 物 適 正 処 理 推 進 要 綱（ 国 土 交 通 事 務 次 官 通 達 、平 成

14 年 ５ 月 30 日 ） 、 再 生 資 源 の 利 用 の 促 進 に つ い て （ 建 設 大 臣 官 房 技 術 審

議 官 通 達 、平 成 ３ 年 10 月 25 日 ）、建 設 汚 泥 の 再 生 利 用 に 関 す る ガ イ ド ラ

イ ン（ 国 土 交 通 事 務 次 官 通 達 、平 成 18 年 ６ 月 12 日 ）を 遵 守 し て 、建 設 副

産 物 の 適 正 な 処 理 及 び 再 生 資 源 の 活 用 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。  

4． 受 注 者 は 、土 砂 、砕 石 又 は 加 熱 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 を 工 事 現 場 に 搬 入 す

る 場 合 に は 、法 令 等 に 基 づ き 、再 生 資 源 利 用 計 画 を 所 定 の 様 式 に 基 づ き 作

成 し 、施 工 計 画 書 に そ の 写 し を 添 付 し て 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。ま た 、受 注 者 は 、法 令 等 に 基 づ き 、工 事 現 場 に お い て 再 生 資 源 利 用 計

画 を 公 衆 の 見 や す い 場 所 に 掲 げ な け れ ば な ら な い 。  

5.受 注 者 は 、土 砂 を 再 生 資 源 利 用 計 画 に 記 載 し た 搬 入 元 か ら 搬 入 し た と き は 、

法 令 等 に 基 づ き 、 速 や か に 受 領 書 を 搬 入 元 に 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

6．  受 注 者 は 、建 設 発 生 土 、コ ン ク リ ー ト 塊 、ア ス フ ァ ル ト・コ ン ク リ ー ト

塊 、建 設 発 生 木 材 、建 設 汚 泥 ま た は 建 設 混 合 廃 棄 物 を 工 事 現 場 か ら 搬 出 す

る 場 合 に は 、法 令 等 に 基 づ き 、再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 を 所 定 の 様 式 に 基 づ

き 作 成 し 、施 工 計 画 書 に そ の 写 し を 添 付 し て 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。ま た 、受 注 者 は 、法 令 等 に 基 づ き 、工 事 現 場 に お い て 再 生 資 源 利

用 促 進 計 画 を 公 衆 の 見 や す い 場 所 に 掲 げ な け れ ば な ら な い 。  

7.受 注 者 は 、再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 の 作 成 に 当 た り 、建 設 発 生 土 を 工 事 現 場

か ら 搬 出 す る 場 合 は 、工 事 現 場 内 の 土 地 の 掘 削 そ の 他 の 形 質 の 変 更 に 関 し

て 発 注 者 等 が 行 っ た 土 壌 汚 染 対 策 法 等 の 手 続 き 状 況 や 、搬 出 先 が 盛 土 規 制

法 の 許 可 地 等 で あ る な ど 適 正 で あ る こ と に つ い て 、法 令 等 に 基 づ き 確 認 し

な け れ ば な ら な い 。ま た 、確 認 結 果（ 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 の 作 成 に 伴 う

確 認 結 果 票 ）は 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 に 添 付 す る と と も に 、工 事 現 場 に お

い て 公 衆 の 見 や す い 場 所 に 掲 げ な け れ ば な ら な い 。  

8.受 注 者 は 、 建 設 現 場 等 か ら 土 砂 搬 出 を 他 の 者 に 委 託 し よ う と す る と き は 、
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「 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 」に 記 載 し た 事 項（ 搬 出 先 の 名 称 及 び 所 在 地 、搬

出 量 ）と ｢再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 の 作 成 に 伴 う 確 認 結 果 票 ｣の 内 容 を 、委 託

し た 搬 出 者 に 対 し て 、 法 令 等 に 基 づ い て 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

9. 受 注 者 は 、 建 設 発 生 土 を 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 に 記 載 し た 搬 出 先 へ 搬 出

し た と き は 、法 令 等 に 基 づ き 、速 や か に 搬 出 先 の 管 理 者 に 受 領 書 の 交 付 を

求 め 、受 領 書 に 記 載 さ れ た 事 項 が 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 に 記 載 し た 内 容 と

一 致 す る こ と を 確 認 す る と と も に 、監 督 職 員 か ら 請 求 が あ っ た 場 合 は 、受

領 書 の 写 し を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

10．  受 注 者 は 、 再 生 資 源 利 用 計 画 及 び 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 を 作 成 し た 場

合 に は 、 工 事 完 了 後 速 や か に 実 施 状 況 を 記 録 し た 「 再 生 資 源 利 用 実 施 書 」

及 び 「 再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書 」 を 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

11．  受 注 者 は 、 建 設 廃 棄 物 の 処 理 後 速 や か に 、 建 設 廃 棄 物 処 理 結 果 報 告 書

（ 様 式 第 22 号 ） に 処 理 状 況 写 真 を 添 え て 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

12.  受 注 者 は 、 工 事 で 発 生 す る 建 設 廃 棄 物 の う ち 、 岩 手 県 内 の 最 終 処 分 場

（ 中 間 処 理 施 設 経 由 を 含 む ）に 搬 入 さ れ る 産 業 廃 棄 物 に つ い て は 、岩 手 県

産 業 廃 棄 物 税 が 課 税 さ れ る の で 適 正 に 処 理 す る こ と 。  

13.  受 注 者 は 、 石 綿 セ メ ン ト 管 を 撤 去 す る 場 合 に は 、 労 働 安 全 衛 生 法 に 基

づ く 石 綿 障 害 予 防 規 則 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － 13 工 事 実 績 情 報 の 作 成 、 登 録 申 請  

 受 注 者 は 、 受 注 時 又 は 変 更 時 に お い て 工 事 請 負 代 金 が 500万 円 以 上 の 工

事 に つ い て 、工 事 実 績 情 報 シ ス テ ム（ Ｃ Ｏ Ｒ Ｉ Ｎ Ｓ ）に 基 づ き 、受 注・変

更・完 成・訂 正 時 に 工 事 実 績 情 報 と し て「 登 録 の た め の 確 認 の お 願 い 」を

コ リ ン ズ か ら 監 督 職 員 に メ ー ル 送 信 し 、監 督 職 員 の 確 認 を 受 け た う え 、受

注 時 は 契 約 後 10日 以 内（ 土・日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く ）に 、登 録 内 容 の 変 更

時 は 変 更 が あ っ た 日 か ら 10日 以 内（ 土・日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く ）に 、完 成

時 は 完 成 検 査 後 10日 以 内（ 土・日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く ）に 、訂 正 時 は 適 宜

登 録 機 関 に 登 録 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。変 更 登 録 時 は 、工 期 、技 術 者

に 変 更 が 生 じ た 場 合 に 行 う も の と し 、工 事 請 負 代 金 の み 変 更 の 場 合 は 、原

則 と し て 登 録 を 必 要 と し な い 。  

  登 録 機 関 発 行 の 「 登 録 内 容 確 認 書 」 は 、 コ リ ン ズ 登 録 時 に 監 督 職 員  に

メ ー ル 送 信 さ れ る 。   

な お 、 変 更 時 と 工 事 完 成 時 の 間 が 10日 間 （ 土 ・ 日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く ）

に 満 た な い 場 合 は 、 変 更 時 の 登 録 申 請 を 省 略 で き る も の と す る 。  

 

１ － 14 監 督 職 員 に よ る 検 査 （ 確 認 を 含 む ） 及 び 立 会 等  

1．  監 督 職 員 は 、工 事 が 契 約 図 書 ど お り に お こ な わ れ て い る か ど う か の 確 認

を す る た め に 必 要 に 応 じ 、工 事 現 場 又 は 製 作 工 場 に 立 ち 入 り 、立 会 し 、又

は 資 料 の 提 出 を 請 求 で き る も の と し 、受 注 者 は こ れ に 協 力 し な け れ ば な ら
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な い 。  

2．  監 督 職 員 に よ る 検 査（ 確 認 を 含 む ）及 び 立 会 に 必 要 な 準 備 、人 員 及 び 資

機 材 等 の 提 供 並 び に 写 真 そ の 他 資 料 の 整 備 の た め に 必 要 な 費 用 は 、受 注 者

の 負 担 と す る 。  

な お 、監 督 職 員 が 製 作 工 場 に お い て 立 会 お よ び 監 督 職 員 に よ る 検 査（ 確

認 を 含 む ）を 行 う 場 合 、受 注 者 は 監 督 業 務 に 必 要 な 設 備 等 の 備 わ っ た 執 務

室 を 無 償 で 提 供 す る と と も に 、 光 熱 費 を 負 担 し な け れ ば な ら な い 。  

3．  監 督 職 員 に よ る 検 査（ 確 認 を 含 む ）及 び 立 会 の 時 間 は 、監 督 職 員 の 勤 務

時 間 内 と す る 。た だ し 、や む を 得 な い 理 由 が あ る と 監 督 職 員 が 認 め た 場 合

は 、 こ の 限 り で は な い 。  

4．  受 注 者 は 、契 約 約 款 第 ９ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 、第 13 条 第 ２ 項 又 は 第 14 条 第

１ 項 も し く は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、監 督 職 員 の 立 会 を 受 け 、材 料 検

査 （ 確 認 を 含 む ） に 合 格 し た 場 合 に あ っ て も 、 契 約 約 款 第 17 条 及 び 第 31

条 に 規 定 す る 義 務 を 免 れ な い も の と す る 。  

5．  段 階 確 認 は 次 に 掲 げ る 各 号 に 基 づ い て 行 う も の と す る 。  

(1) 受 注 者 は 、 設 計 図 書 に 示 さ れ た 施 工 段 階 に お い て は 、 段 階 確 認 を 受 け

な け れ ば な ら な い 。  

(2) 受 注 者 は 、 事 前 に 段 階 確 認 に 係 る 報 告 （ 種 別 、 細 別 、 予 定 時 期 等 ） を

行 わ ね ば な ら な い 。  

(3) 段 階 確 認 は 、 受 注 者 が 臨 場 す る も の と し 、 確 認 し た 箇 所 に 係 る 発 注 者

が 押 印 し た 書 面 を 、 受 注 者 は 保 管 し 検 査 時 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(4) 受 注 者 は 、 監 督 職 員 に 被 覆 さ れ る 工 事 の 部 分 の 調 査 が で き る よ う 十 分

な 機 会 を 提 供 す る も の と す る 。  

6．  監 督 職 員 は 、設 計 図 書 に 定 め ら れ た 段 階 確 認 に お い て 、臨 場 を 机 上 と す

る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 受 注 者 の 費 用 負 担 で 施 工 管 理 記 録 、

写 真 等 の 資 料 を 整 備 し 監 督 職 員 に こ れ ら を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － 15 数 量 の 算 出 及 び 完 成 図  

1．  受 注 者 は 、出 来 形 数 量 を 算 出 す る た め に 出 来 形 測 量 を 自 ら の 費 用 に よ り

実 施 し な け れ ば な ら な い 。  

2．  受 注 者 は 、出 来 形 測 量 の 結 果 を 基 に 、数 量 算 出 及 び 設 計 図 書 に 従 っ て 出

来 形 数 量 を 算 出 し 、そ の 結 果 を 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。こ の

場 合 、 数 量 算 出 は 受 注 者 の 費 用 に よ り 行 う も の と す る 。  

3．  出 来 形 測 量 の 結 果 が 設 計 図 書 の 寸 法 に 対 し 、水 道 工 事 施 工 管 理 基 準（ 盛

岡 市 上 下 水 道 局 ）、土 木 工 事 施 工 管 理 基 準 及 び 規 格 値（ 岩 手 県 県 土 整 備 部 ）

を 満 た し て い れ ば 、 出 来 形 数 量 は 設 計 数 量 と す る 。 な お 、 設 計 数 量 と は 、

設 計 図 書 に 示 さ れ た 数 量 及 び そ れ を 基 に 算 出 さ れ た 数 量 を い う 。  

4．  受 注 者 は 、出 来 形 測 量 の 結 果 及 び 設 計 図 書 に 従 っ て 完 成 図 を 作 成 し 、監

督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
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１ － 16 工 事 完 成 検 査  

1．  受 注 者 は 、 契 約 約 款 第 31 条 の 規 定 に 基 づ き 、 工 事 完 成 届 を 監 督 職 員 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2．  受 注 者 は 、工 事 完 成 届 を 監 督 職 員 に 提 出 す る 際 に は 、次 の 各 号 に 掲 げ る

要 件 を す べ て 満 た さ な く て は な ら な い 。  

(1) 設 計 図 書 （ 追 加 、 変 更 指 示 も 含 む 。 ） に 示 さ れ る す べ て の 工 事 が 完 成

し て い る こ と 。  

(2) 契 約 約 款 第 17 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、監 督 職 員 の 請 求 し た 改 造 が 完

了 し て い る こ と 。  

(3) 設 計 図 書 に よ り 義 務 付 け ら れ た 工 事 記 録 写 真 、 出 来 形 管 理 資 料 、 工 事

関 係 図 及 び 工 事 報 告 書 等 の 資 料 の 整 備 が す べ て 完 了 し て い る こ と 。  

(4) 契 約 変 更 を 行 う 必 要 が 生 じ た 工 事 に お い て は 、 最 終 変 更 契 約 を 発 注 者

と 締 結 し て い る こ と 。  

3．  発 注 者 は 、工 事 検 査 に 先 立 っ て 、監 督 職 員 を 通 じ て 受 注 者 に 対 し て 検 査

日 を 通 知 す る も の と す る 。  

4．  検 査 職 員 は 、監 督 職 員 及 び 受 注 者 の 臨 場 の 上 、工 事 目 的 を 対 象 と し て 契

約 図 書 と 対 比 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 検 査 を 行 う も の と す る 。  

(1) 工 事 の 出 来 形 に つ い て 、 形 状 、 寸 法 、 精 度 、 数 量 、 品 質 及 び 出 来 ば え

の 検 査 を 行 う 。  

(2) 工 事 管 理 状 況 に つ い て 、 書 類 、 記 録 及 び 写 真 等 を 参 考 に し て 検 査 を 行

う 。  

5． 検 査 職 員 は 、 修 補 の 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 に は 、 受 注 者 に 対 し て 、 期

限 を 定 め て 補 修 の 指 示 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。  

6．  受 注 者 は 、 当 該 工 事 完 成 検 査 に つ い て は 、 1－ 13 第 2 項 の 規 定 を 準 用 す

る 。  

 

１ － 17 既 済 部 分 検 査  

1．  受 注 者 は 、契 約 約 款 第 37 条 第 ２ 項 の 部 分 払 の 確 認 の 請 求 を 行 っ た 場 合 、

又 は 、 契 約 約 款 第 38 条 第 １ 項 の 工 事 の 完 成 の 通 知 を 行 っ た 場 合 は 、 既 済

部 分 に 係 る 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2．  受 注 者 は 、 契 約 約 款 第 37 条 に 基 づ く 部 分 払 い の 請 求 を 行 う と き は 、 前

項 の 検 査 を 受 け る 前 に 監 督 職 員 の 指 示 に よ り 、工 事 出 来 高 報 告 書 及 び 工 事

出 来 形 内 訳 書 を 作 成 し 、 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

3．  検 査 職 員 は 、監 督 職 員 及 び 受 注 者 の 臨 場 の 上 、工 事 目 的 物 を 対 象 と し て

工 事 の 出 来 高 に 関 す る 資 料 と 対 比 し 、次 の 各 号 に 掲 げ る 検 査 を 行 う も の と

す る 。  

(1) 工 事 の 出 来 形 に つ い て 、 形 状 、 寸 法 、 精 度 、 数 量 、 品 質 及 び 出 来 ば え

の 検 査 を 行 う 。  

(2) 工 事 管 理 状 況 に つ い て 、 書 類 、 記 録 及 び 写 真 等 を 参 考 に し て 検 査 を 行

う 。  
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4．  受 注 者 は 、 検 査 職 員 の 指 示 に よ る 修 補 に つ い て は 、 １ -15 の 第 5 項 の 規

定 に 従 う も の と す る 。  

5．  発 注 者 は 、既 済 部 分 検 査 に 先 立 っ て 、監 督 職 員 を 通 じ て 受 注 者 に 対 し て

検 査 日 を 通 知 す る も の と す る 。  

6．  受 注 者 は 、当 該 既 済 部 分 検 査 に つ い て は 、１ － 13 第 ２ 項 の 規 定 を 準 用 す

る 。  

7．  受 注 者 は 契 約 約 款 第 34 条 に 基 づ く 中 間 前 払 金 の 請 求 を 行 う と き は 、 認

定 を 受 け る 前 に 履 行 報 告 書 を 作 成 し 、監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 

１ － 18 中 間 検 査  

1．  中 間 検 査 は 、工 事 が 完 成 す る こ と に よ っ て 隠 れ て し ま う 部 分 等 に つ い て 、

完 成 検 査 の 際 の 破 壊 又 は 分 解 等 を 最 小 限 と す る た め に 、設 計 図 書 に お い て

対 象 工 事 と 定 め ら れ た 工 事 に つ い て 実 施 す る も の と す る 。  

2．  中 間 検 査 の 時 期 選 定 は 、監 督 職 員 が 行 う も の と し 、発 注 者 は 受 注 者 に 対

し て 中 間 検 査 を 実 施 す る 旨 及 び 検 査 日 を 事 前 に 監 督 職 員 を 通 じ て 通 知 す

る も の と す る 。  

3．  検 査 職 員 は 、監 督 職 員 及 び 受 注 者 の 臨 場 の 上 、工 事 目 的 物 を 対 象 と し て

設 計 図 書 と を 対 比 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 検 査 を 行 う も の と す る 。  

(1) 工 事 の 出 来 形 に つ い て 、 形 状 、 寸 法 、 精 度 、 数 量 、 品 質 及 び 出 来 ば え

の 検 査 を 行 う 。  

(2) 工 事 管 理 状 況 に つ い て 、 書 類 、 記 録 及 び 写 真 等 を 参 考 に し て 検 査 を 行

う 。  

4． 当 該 中 間 検 査 に つ い て は 、 １ － 13 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 

１ － 19 部 分 使 用  

1．  発 注 者 は 、 受 注 者 の 承 諾 を 得 て 部 分 使 用 で き る も の と す る 。  

2．  受 注 者 は 、 発 注 者 が 契 約 約 款 第 33 条 の 規 定 に 基 づ く 当 該 工 事 に 係 わ る

部 分 使 用 を 行 う 場 合 に は 、中 間 検 査 又 は 監 督 職 員 に よ る 品 質 及 び 出 来 形 等

の 検 査 （ 確 認 を 含 む ） を 受 け る も の と す る 。  

 

１ － 20 履 行 報 告  

受 注 者 は 、 契 約 約 款 第 11 条 の 規 定 に 基 づ き 、 「 工 事 履 行 報 告 書 」 （ 様

式 第 31 号 ） を 監 督 職 員 に 提 出 す る も の と す る 。  

 

１ － 21 工 事 関 係 者 に 対 す る 措 置 請 求  

1．  発 注 者 は 、現 場 代 理 人 が 工 事 目 的 物 の 品 質・出 来 形 の 確 保 お よ び 工 期 の

遵 守 に 関 し て 、著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る も の が あ る と き は 、受 注 者 に 対

し て 、そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面 に よ り 、必 要 な 措 置 を と る べ き こ と を 請 求

す る こ と が で き る 。  

2．  発 注 者 又 は 監 督 職 員 は 、主 任 技 術 者（ 監 理 技 術 者 ）、専 門 技 術 者（ こ れ
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ら の 者 と 現 場 代 理 人 を 兼 務 す る 者 を 除 く 。）が 工 事 目 的 物 の 品 質・出 来 形

の 確 保 お よ び 工 期 の 遵 守 に 関 し て 、著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ る も の が あ る

と き は 、受 注 者 に 対 し て 、そ の 理 由 を 明 示 し た 書 面 に よ り 、必 要 な 措 置 を

と る べ き こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。  

 

１ － 22 諸 法 令 の 遵 守  

1．  受 注 者 は 、当 該 工 事 に 関 す る 諸 法 令 を 遵 守 し 、工 事 の 円 滑 な 進 捗 を 図 る

と と も に 、諸 法 令 の 適 用 運 用 は 受 注 者 の 責 任 と 費 用 負 担 に お い て 行 わ な け

れ ば な ら な い 。 な お 、 主 な 法 令 は 以 下 に 示 す と お り で あ る 。  

(1)  会 計 法                              （ 昭 和 22年  法 律 第 35号 ）  

(2)  地 方 自 治 法                          （ 昭 和 22年  法 律 第 67号 ）  

(3)  水 道 法                              （ 昭 和 32年  法 律 第 177号 ）  

(4)  建 設 業 法                            （ 昭 和 24年  法 律 第 100号 ）  

(5)  下 請 代 金 遅 延 等 防 止 法                （ 昭 和 31年  法 律 第 120号 ）  

(6)  労 働 基 準 法                          （ 昭 和 22年  法 律 第 49号 ）  

(7)  労 働 安 全 衛 生 法                      （ 昭 和 47年  法 律 第 57号 ）  

(8)  作 業 環 境 測 定 法                      （ 昭 和 50年  法 律 第 28号 ）  

(9)  じ ん 肺 法                            （ 昭 和 35年  法 律 第 30号 ）  

(10) 雇 用 保 険 法                          （ 昭 和 49年  法 律 第 50号 ）  

(11) 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法              （ 昭 和 51年  法 律 第 33号 ）  

(12) 健 康 保 険 法                          （ 平 成 3 年  法 律 第 94号 ）  

(13) 中 小 企 業 退 職 金 共 済 金                （ 昭 和 34年  法 律 第 160号 ）  

(14) 建 設 労 働 者 の 雇 用 の 改 善 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 51年  法 律 第 33号 ）  

(15) 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法        （ 平 成 3年  法 律 第 94号 ）  

(16) 道 路 法                 （ 昭 和 27年  法 律 第 180号 ）  

(17) 道 路 交 通 法               （ 昭 和 35年  法 律 第 105号 ）  

(18) 道 路 運 送 法               （ 昭 和 26年  法 律 第 183号 ）  

(19) 道 路 運 送 車 両 法             （ 昭 和 26年  法 律 第 186号 ）  

(20) 砂 防 法                 （ 明 治 30年  法 律 第 29号 ）  

(21) 地 滑 り 防 止 法              （ 昭 和 33年  法 律 第 30号 ）  

(22) 河 川 法                 （ 昭 和 39年  法 律 第 167号 ）  

(23) 下 水 道 法                （ 昭 和 33年  法 律 第 79号 ）  

(24) 軌 道 法                 （ 大 正 10年  法 律 第 76号 ）  

(25) 森 林 法                 （ 昭 和 26年  法 律 第 249号 ）  

(26) 環 境 基 本 法               （ 平 成 5年  法 律 第  91号 ）  

(27) 火 薬 類 取 締 法              （ 昭 和 25年  法 律 第 149号 ）  

(28) 大 気 汚 染 防 止 法             （ 昭 和 43年  法 律 第 97号 ）  

(29) 騒 音 規 制 法               （ 昭 和 43年  法 律 第 98号 ）  

(30) 水 質 汚 濁 防 止 法             （ 昭 和 45年  法 律 第 138号 ）  

(31) 振 動 規 制 法               （ 昭 和 51年  法 律 第 64号 ）  
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(32) 廃 棄 物 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律     （ 昭 和 45年  法 律 第 137号 ）  

(33) 再 生 資 源 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律    （ 平 成 3年  法 律 第 48号 ）  

(34) 文 化 財 保 護 法                        （ 昭 和 25年  法 律 第 214号 ）  

(35) 砂 利 採 取 法                          （ 昭 和 43年  法 律 第 74号 ）  

(36) 電 気 事 業 法                          （ 昭 和 39年  法 律 第 170号 ）  

(37) 消 防 法                 （ 昭 和 23年  法 律 第 186号 ）  

(38) 測 量 法                （ 昭 和 24年  法 律 第 188号 ）  

(39) 都 市 公 園 法              （ 昭 和 31年  法 律 第 79号 ）  

(40) 建 設 工 事 に 係 る 資 材 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律  

                     （ 平 成 12年  法 律 第 104号 ）  

(41) 土 壌 汚 染 対 策 法            （ 平 成 14年  法 律 第 53号 ）  

2．  受 注 者 は 、当 該 工 事 の 計 画 、図 面 、仕 様 書 及 び 契 約 そ の も の が 第 １ 項 の

諸 法 令 に 照 ら し 不 適 当 で あ っ た り 、矛 盾 し て い た り す る こ と が 判 明 し た 場

合 に は 、直 ち に 書 面 に て 監 督 職 員 に 報 告 し 、確 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。 

 

１ － 23 官 公 庁 等 へ の 手 続 等  

1．  受 注 者 は 、工 事 期 間 中 、関 係 官 公 庁 及 び そ の 他 の 関 係 機 関 と の 連 絡 を 保

た な け れ ば な ら な い 。  

2．  受 注 者 は 、工 事 施 工 に あ た り 受 注 者 の 行 う べ き 関 係 官 公 庁 及 び そ の 他 の

関 係 機 関 へ の 届 出 等 を 、受 注 者 の 責 任 と 費 用 負 担 に お い て 、法 令 、条 例 又

は 設 計 図 書 の 定 め に よ り 実 施 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、こ れ に よ る こ

と が 困 難 な 場 合 は 監 督 職 員 の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

3．  受 注 者 は 、前 項 に 規 定 す る 届 出 等 の 実 施 に 当 た っ て は 、そ の 内 容 を 記 載

し た 文 書 に よ り 事 前 に 監 督 職 員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

4．  受 注 者 は 、工 事 の 施 工 に 当 た り 、地 域 住 民 と の 間 に 紛 争 が 生 じ な い よ う

に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

5．  受 注 者 は 、地 元 関 係 者 等 か ら 工 事 の 施 工 に 関 し て 苦 情 が あ り 、受 注 者 が

対 応 す べ き 場 合 は 誠 意 を も っ て そ の 解 決 に 当 た ら な け れ ば な ら な い 。  

6．  受 注 者 は 、地 方 公 共 団 体 、地 域 住 民 等 と 工 事 の 施 工 上 必 要 な 交 渉 を 、自

ら の 責 任 に お い て 行 う も の と す る 。受 注 者 は 、交 渉 に 先 立 ち 、監 督 職 員 に

事 前 報 告 の 上 、こ れ ら の 交 渉 に 当 た っ て は 誠 意 を も っ て 対 応 し な け れ ば な

ら な い 。  

7．  受 注 者 は 、前 項 ま で の 交 渉 等 の 内 容 は 、後 日 紛 争 と な ら な い よ う に 文 書

で 確 認 す る 等 明 確 に し て お く と と も に 、状 況 を 随 時 監 督 職 員 に 報 告 し 、指

示 が あ れ ば そ れ に 従 う も の と す る 。  

 

１ － 24 施 工 時 期 及 び 施 工 時 間 の 変 更  

1．  受 注 者 は 、設 計 図 書 に 施 工 時 間 が 定 め ら れ て い る 場 合 で そ の 時 間 を 変 更

す る 必 要 が あ る 場 合 は 、あ ら か じ め 監 督 職 員 の 承 諾 を 得 な け れ ば な ら な い 。 

2．  受 注 者 は 、設 計 図 書 に 施 工 時 間 が 定 め ら れ て い な い 場 合 で 、官 公 庁 の 休
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日 又 は 夜 間 に 作 業 を 行 う 場 合 は 、事 前 に 理 由 を 付 し た 書 面 に よ っ て 監 督 職

員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － 25 不 可 抗 力 に よ る 損 害  

1．  受 注 者 は 、災 害 発 生 後 直 ち に 被 害 の 詳 細 な 状 況 を 把 握 し 、当 該 被 害 が 契

約 約 款 第 29条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る と 思 わ れ る 場 合 に は 、直 ち に 工 事 災 害

通 知 書 に よ り 主 任 監 督 員 に 報 告 す る も の と す る 。  

2．  契 約 約 款 第 29条 第 １ 項 に 規 定 す る「 設 計 図 書 で 定 め た 基 準 」と は 、次 の

各 号 に 掲 げ る も の を い う 。  

(1)  降 雨 に 起 因 す る 場 合  

次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 と す る 。  

①  24時 間 雨 量 （ 任 意 の 連 続 24時 間 に お け る 雨 量 を い う 。 ） が 80mm以 上  

②  １ 時 間 雨 量 （ 任 意 の 60分 に お け る 雨 量 を い う 。 ） が 20mm以 上  

③  連 続 雨 量 （ 任 意 の 72時 間 に お け る 雨 量 を い う 。 ） が 150mm以 上  

(2)  強 風 に 起 因 す る 場 合  

最 大 風 速 （ 10分 間 の 平 均 風 速 で 最 大 の も の ） が 15m/秒 以 上 あ っ た 場 合  

(3)  地 震 及 び 豪 雪 に 起 因 す る 場 合  

地 震 及 び 豪 雪 に よ り 生 じ た 災 害 に あ っ て は 、 周 囲 の 状 況 に よ り 判 断 し 、

相 当 の 範 囲 に 渡 っ て 他 の 一 般 物 件 に も 被 害 を 及 ぼ し た と 認 め ら れ る 場 合  

3．  契 約 約 款 第 29条 第 ２ 項 に 規 定 す る「 受 注 者 が 善 良 な 管 理 者 の 注 意 義 務 を

怠 っ た こ と に 基 づ く も の 」と は 、第 ３ 章 ３ － ８ 及 び 契 約 約 款 第 26条 に 規 定

す る 予 防 措 置 を 行 っ た と 認 め ら れ な い も の 及 び 災 害 の 一 因 が 施 工 不 良 等

受 注 者 の 責 に よ る と さ れ る も の を い う 。  

 

１ － 26 特 許 権 等  

1．  受 注 者 は 、業 務 の 遂 行 に よ り 発 明 ま た は 考 案 し た と き は 、書 面 に よ り 監

督 職 員 に 報 告 す る と と も に 、こ れ を 保 全 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け

れ ば な ら な い 。ま た 、出 願 及 び 権 利 の 帰 属 等 に つ い て は 、発 注 者 と 協 議 す

る も の と す る 。  

2．  発 注 者 が 、引 渡 を 受 け た 契 約 の 目 的 物 が 著 作 権 法（ 平 成 30年 ７ 月 改 正  法

律 第 72号 第 ２ 条  第 １ 項  第 １ 号 ） に 規 定 さ れ る 著 作 物 に 該 当 す る 場 合 は 、

当 該 著 作 物 の 著 作 権 は 発 注 者 に 帰 属 す る も の と す る 。  

な お 、前 項 の 規 定 に よ り 出 願 及 び 権 利 等 が 発 注 者 に 帰 属 す る 著 作 物 に つ

い て 発 注 者 は こ れ を 自 由 に 加 除 又 は 編 集 し て 利 用 す る こ と が で き る 。  

 

１ － 27 保 険 の 付 保 及 び 事 故 の 補 償  

1.  受 注 者 は 、雇 用 保 険 法 、労 働 者 災 害 補 償 保 険 法 、健 康 保 険 法 及 び 中 小 企

業 退 職 金 共 済 法 の 規 定 に よ り 、雇 用 者 等 の 雇 用 形 態 に 応 じ 、雇 用 者 等 を 被

保 険 者 と す る こ れ ら の 保 険 に 加 入 し な け れ ば な ら な い 。  

2.  受 注 者 は 、雇 用 者 等 の 業 務 に 関 し て 生 じ た 負 傷 、疾 病 、死 亡 及 び そ の 他
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の 事 故 に 対 し て 責 任 を も っ て 適 正 な 補 償 を し な け れ ば な ら な い 。  

3.  受 注 者 は 、建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 に 加 入 し 、「 建 設 業 退 職 金 共 済 証 紙 購

入 状 況 報 告 書 」（ 様 式 第 30号 ）を 工 事 請 負 契 約 締 結 後 １ カ 月 以 内 に 、監 督

職 員 を 通 じ て 発 注 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － 28 臨 機 の 措 置  

受 注 者 は 、災 害 防 止 等 の た め 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、臨 機 の 措

置 を と ら な け れ ば な ら な い 。ま た 、受 注 者 は 、措 置 を と っ た 場 合 に は 、そ

の 内 容 を 速 や か に 監 督 職 員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － 29 準 拠 す る 仕 様 書 等  

こ の 標 準 仕 様 書 に よ る ほ か 、 次 の 仕 様 書 等 に 準 拠 す る も の と す る 。  

(1)  共 通 仕 様 書 （ 岩 手 県 県 土 整 備 部 ）  

(2)  水 道 工 事 標 準 仕 様 書 （ 日 本 水 道 協 会 ）  

(3)  道 路 維 持 修 繕 要 綱 （ 日 本 道 路 協 会 ）  

(4)  盛 岡 市 給 水 装 置 工 事 施 行 要 領 （ 盛 岡 市 上 下 水 道 局 ）  



 

 

第 ２ 章  提 出 書 類  
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第２章 提  出  書  類  

２－１  提出書類  

1．  受注者は、提出書類を契約約款及び標準仕様書に基づいて、監督職員に

提出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示によ

らなければならない。  

2．  契約約款第９条第５項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、請負

代金額に係る請求書、代金代理受領承諾申請書、遅延利息請求書、監督職

員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を

いう。  

 

２ －２  工事着手届  

受注者は、契約締結後７日以内に「工事着手届」（様式第１号）を作成

し、監督職員に提出しなければならない。  

 

２ －３  請負代金内訳書及び工程表  

1.    受 注者は、契約約款第３条に従い「工程表」（様式第２号）及び「請負
代金内訳書」（様式第３号）を作成し、契約締結後７日以内に監督職員に

提出しなければならない。  

 

２ －４  現場代理人等通知書及び経歴書  

1.  受 注者は、契約約款第 10条 に従い「現場代理人等通知書」（様式第８号）

及び「経歴書」（様式第８号別紙）を作成し、契約締結後７日以内に契約

検査課に提出しなければならない。  

2.  前 項の現場代理人等とは、次の各号に掲げる者をいう。  

(1) 現 場代理人  

(2) 主 任技術者（建設業法第 26条 第１項）  

(3) 監 理技術者（建設業法第 26条 第２項）  

(4) 専 門技術者（建設業法第 26条 の２）  

3.  現 場代理人等の配置については、建設業法を遵守すること。  

 

２ －５  技能者届  

1.  受 注者は、配管工事及び給水装置工事のほか、特記仕様書において技能

者の配置を定める工事に従事する者について、「技能者届」（様式第 32号 ）

及び「技能者経歴書」（様式第 32号 別紙）を作成し、監督職員に届け出な

ければならない。なお、技能者として複数名従事する場合は、その全てに

ついて届け出なければならない。  

2.  技 能者は、現場代理人又は主任技術者を兼ねることはできない。  

3.  他 の工事において常駐を求められている現場代理人や法令等で専任を

義務付けられている技術者を技能者として配置してはならない。  
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２ －６  施工計画書  

1．  受注者は、契約締結後 20日 以内に工事目的物を完成するために必要な手

順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。 

2．  受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。 

3．  受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。ま

た、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するも

のとする。ただし、受注者は修繕工事等簡易な工事においては監督職員の

承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。  

(1)  工 事概要  

(2)  実 施工程表  

(3)  現 場組織図  

(4)  安 全管理  

(5)  主 要機械  

(6)  主 要資材  

(7)  施 工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）  

(8)  施 工管理計画  

(9)  緊 急時の体制及び対応  

(10) 交 通管理  

(11) 環 境対策  

(12) 現 場作業環境整備  

(13) 再 生資源の利用の促進  

(14) 施 工図  

(15) そ の他  

4．  受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、そのつど

当該工事に着手する前に変更に関する事項について、施工計画書（変更）

を提出しなければならない。  

5．  監督職員が指示した事項については、受注者は、さらに詳細な施工計画

書を提出しなければならない。  

6．  施工計画書を作成する際は、別紙要領①「施工計画書作成要領」による

ものとする。  

 

２ －７  施工体制台帳  

1.  受 注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、その請負

代金額にかかわらず、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出

について（令和３年３月５日付け国官技第 319号 、国営建技第 16号 、令和

３年３月 22日 付け国港技第 90号 ）」に従って記載した施工体制台帳を作成

し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出しなければな

らない。  

2.  第 １項の受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出
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について（令和３年３月５日付け国官技第 319号 、国営建技第 16号 、令和

３年３月 22日 付け国港技第 90号 ）に従って、各下請負者の施工の分担関係

を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場

所に掲げるとともに、監督職員に提出しなければならない。  

3.  受 注者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含む）及び元受注者の

専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、

工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければな

らない。  

4.  受 注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都

度すみやかに監督職員に提出しなければならない。  

 

２ －８  工事週報  

受注者は、前週分の作業内容等を記録した工事週報（様式第 12号 ）につ

いて、配管略図及び継手チェックシート（様式第 29号 ）を添付し、速やか

に提出しなければならない。  

なお、監督職員の承諾を得た工事週報及び対照用図面と共に整理した継

手チェックシートは、工事完了の際においても、完成書類として提出する

こと。  

 

２ －９  一時休業届  

受注者は、年末年始、ゴールデンウィーク及びお盆等で一時休業する場

合は、休業期間中の安全巡視計画を「一時休業届」（様式第 21号 ）により、

一時休業する１週間前までに監督職員に提出しなければならない。  

 

２ － 10 工 事施工連絡票  

受注者は、断水作業、洗管作業及びバルブ操作等を行う場合には、施工

を行う１週間前までに、「工事施工連絡票」（様式第 20号）を作成し、監

督職員に提出しなければならない。  

 

２ － 11 工 事完成届  

受注者は、工事が完成した際には「工事完成届」（様式第 15号 ）を作成

し、工期内に監督職員に提出しなければならない。  

 

２ － 12 完 成検査時の提出書類  

完成検査の際の提出書類は、監督職員の指示する書類を監督職員の確認

のもと提出しなければならない。なお、提出書類は次を原則とする。  

(1)  工 事完成図面  

(2)  工 事週報（様式第 12号 ）  

(3)  工 事写真データ（盛岡市水道工事標準仕様書電子納品基準による）  
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(4)  出 来形管理図及び管理表  

(5)  品 質管理図及び管理表、検査及び試験成績書等  

(6)  工 事記録  

以下については、必要と認める場合  

(7)  工 事写真帳（盛岡市水道工事標準仕様書工事写真帳作成基準による） 

(8)  道 路占用写真（３部）  

(9)  建 設廃棄物処理結果報告書（様式第 22号 ）  

(10) 消 火栓台帳（様式第 24号 ）  

(11) 空 気弁台帳（様式第 27号 ）  

(12) 水 管橋台帳（様式第 33号 ）  

(13) 配 水幹線維持管理台帳（様式第 34号 ）  

(14) 給 水切替及び切離報告書（様式第 28号 ）  

(15) 継 手チェックシート（様式第 29号 ）  

 

２ － 13 工 事完成図面  

受注者は工事完成時、要領④「工事完成図面作成要領」に基づいて工事

完成図面を作成し、次の成果品を監督職員に提出しなければならない。  

(1)  電 子記憶媒体（正、副）        各 １組  

(2)  出 力図（Ａ 1版図面）           ２ 部  

(3)  附 属弁栓類台帳             １ 式  

(4)  工 事完成図面情報入力票         １ 式  

なお、電子記憶媒体に収められた内容は、監督職員の確認を受け、内容

に不備があった場合には、その指示により修正し、再度確認を受けた後に

提出すること。  

 

２ － 14 工 事写真  

受注者は、工事の進捗状況、指示箇所等を撮影し要領③「工事写真撮影

要領」により、監督職員に提出しなければならない。  

 

２ － 15 工 事完成引渡書  

受注者は、工事検査に合格した後速やかに「工事完成引渡書」（様式第

16号 ）を作成し、監督職員に提出しなければならない。  
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別 表 2- 1           提 出 書 類 チ ェ ッ ク シ ー ト  

提 出 書 類  提 出 期 日  様 式  備 考  
チ

ェ

工 事 開 始 前  

工 事 着 手 届  

契 約 締 結 後 ７

日 以 内  

様 式 第 1号    

当 初 工 事 工 程 表 届  様 式 第 2号    

請 負 代 金 内 訳 書  様 式 第 3号    

現 場 代 理 人 等 通 知 書  様 式 第 8号    

経 歴 書  
様 式 第 8 号 別

紙  
  

施 工 計 画 書  
契 約 締 結 後 20

日 以 内  
様 式 第 1 9号  施 工 計 画 書 作 成 要 領 に よ る   

建 設 業 退 職 金 共 済 証

紙 購 入 状 況 報 告 書  

契 約 締 結 後 1

カ 月 以 内  
様 式 第 3 0号  建 設 業 退 職 金 共 済 制 度   

工 事 請 負 代 金 前 払 金

申 請 書  
 様 式 第 1 7号  前 払 金 が あ る 場 合   

施 工 体 制 台 帳    下 請 負 契 約 を 締 結 し た 場 合   

施 工 体 系 図    下 請 負 契 約 を 締 結 し た 場 合 。   

工 事 材 料 承 諾 願   様 式 第 1 1号    

工 事 材 料 検 査 願   様 式 第 9号    

技 能 者 届   様 式 第 3 2号    

技 能 者 経 歴 書   
様 式 第 3 2号 別

紙  
  

個人情報の取り扱いに関す

る安全管理措置報告書(当

初) 

    

工 事 施 工 中  

工 事 打 合 簿   様 式 第 5号  

発 注 者 と 受 注 者 の 協 議 等 は 工 事

打 合 せ 簿 に よ り 実 施 す る こ と を

原 則 と す る  

 

工 事 週 報   様 式 第 1 2号  
配 管 略 図 、継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト を

添 付  
 

工 事 施 工 連 絡 票  
施 工 日 の 1 週

間 前 ま で  
様 式 第 2 0号  断 水 、 洗 管 等 の 作 業 を 行 う 場 合   

一 時 休 業 届  
休 業 の 1 週 間

前 ま で  
様 式 第 2 1号  

ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー ク 、お 盆 、正 月

そ の 他 長 期 に わ た り 現 場 を 休 業

す る 時  

 

変 更 工 事 工 程 表 届  
変 更 契 約 締 結

後 7 日 以 内  
様 式 第 2号  変 更 契 約 を 行 っ た 場 合   

施 工 計 画 書 （ 変 更 ）   様 式 第 1 9号  施 工 計 画 書 を 変 更 し た 場 合   

工 事 履 行 報 告 書   様 式 第 3 1号    
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工事完成時 

工事完成届 

工事完成時 

様式第15号 工事が完成した際  

工事完成図面  工事完成図面作成要領による。  

工事写真  工事写真撮影要領による。  

出来形管理図及び管理表  出来形管理基準に基づく管理図等  

品質管理図及び管理表  品質管理基準に基づく品質管理資料等  

工事記録  工事打合簿等  

建設廃棄物処理結果報告書 様式第22号 建設廃棄物がある場合  

消火栓台帳 様式第24号 消火栓を設置した場合  

空気弁台帳 様式第27号 空気弁を設置した場合  

水管橋台帳 様式第33号 水管橋を設置した場合  

配水幹線維持管理台帳 様式第34号 配水本管（φ300mm以上）を設置した場合  

給水切替及び切離報告書 様式第28号 給水管の切替を行った場合  

継手チェックシート 様式第29号 対照用図面を添付  

個人情報の取り扱いに関す
る安全管理措置報告書(完
成時) 

 
発注者は調査票を用いてヒアリングを実
施  

工事完成引渡書 完成検査に合格
後速やかに 

様式第16号   

監 督 職 員 が 作 成 す る 書 類  

工事用水量等及び断水作業
報告書 

洗管等作業後 様式第23号 施工の際、水道を使用した場合  

 

 

 



 

 

第 ３ 章  施 工 管 理  
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第３章  施 工 管 理 

 

３－１ 施工管理 

1． 受注者は、施工計画書に示される作業手順に従って施工し、施工管理を行わなけ

ればならない。 

2． 受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、自らの責任において、

施工管理体制を確立しなければならない。 

3． 受注者は、盛岡市上下水道局が定める「水道工事施工管理基準」及び岩手県県土

整備部が定める「土木工事施工管理基準及び規格値」により施工管理を行い、その

記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成検査時に提出しなければならない。

ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は直ちに提示しなければなら

ない。なお、施工管理基準及び規格値が定められていない工種については、監督職

員と協議の上、施工管理を行うものとする。 

4． 受注者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、

工事名、工期、発注者名及び受注者名、請負額を記載した工事標示板（別図３－１）

を設置し、工事完成後はすみやかに工事標示板を撤去するものとする。ただし、工

事標示板の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略することができるもの

とする。 

5． 受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めるものとする。また、工

事完了後は、受注者の機器、残材、各種の仮設物及びその他の廃品等をすみやかに

撤去し現場を清掃するものとする。ただし、工事検査に必要な足場、安全ネット等

は、監督職員の指示に従い存置し、検査終了後、すみやかに撤去するものとする。 

6． 工事の施工に当たり、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者、配管

技能者及び各作業主任者は、容易に識別できるように、腕章・ベスト・ヘルメット

等に見やすく明示し、常時着用するものとする。 

 

３－２ 工事測量 

1． 受注者は、工事契約後直ちに測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点の

設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が

設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督職員の指示を受けなけれ

ばならない。なお、測量標（仮ＢＭ）及び多角点を設置するための基準となる点の

選定は、監督職員の指示を受けなければならない。また受注者は、測量結果を監督

職員に提出しなければならない。 

2． 受注者は、測量標（仮ＢＭ）の設置にあたって、位置および高さの変動のないよ

うにしなければならない。 

3． 受注者は、用地巾杭、測量標（仮ＢＭ）、工事用多角点及び重要な工事用測量標

を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督職員の

承諾を得て移設することができる。なお、用地巾杭を移設する場合は、隣接土地所

有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。 
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4． 受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければなら

ない。 

5． 受注者は、工事の施工に当たり発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負

うものとし、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭については事前に設置

換えや移設を行い、工事完成時までには復元しなければならない。 

6． 本条で規定する事項については、受注者の責任と費用負担において行わなければ

ならない。 

 

３－３ 工事中の安全確保 

1． 受注者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、令和

４年２月）、建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土

交通省総合政策局建設施工企画課長通知、平成17年３月31日）を参考にして、常に

工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 

2． 受注者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び交通の支

障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 

3． 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省告示第496号、令和元年９

月２日）を遵守して、災害の防止を図らなければならない。 

4． 土木工事に使用する建設機械の設定、使用等については、設計図書により建設機

械が指定されている場合には、受注者は、これに適合した建設機械を使用しなけれ

ばならない。ただし、受注者は、より条件に合った機械がある場合には、監督職員

の承諾を得て、それを使用することができる。 

5． 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上又は地下の既設構造物に対して支障

を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。 

6． 受注者は、豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常

に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。 

7． 受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は板囲、ロー

プ等により囲うとともに、立入り禁止の表示をしなければならない。 

8． 受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは

連絡を行い安全を確保しなければならない。 

9． 受注者は、工事箇所及びその周辺において積雪があった場合、通行の支障となら

ないよう除雪を行うとともに標識、工事標示板等に付着した雪は払い落とし、見や

すいものとしておくこと。 

10．受注者は、受注者の負担と責任において現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作

業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュ

ニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 

11．受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割

当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を

実施しなければならない。なお、施工計画書に当該工事の内容に応じた安全・訓練

等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するとともに、その実施状況について

は、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督職員からの請求
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があった場合は速やかに提示するとともに、記録した資料は検査時に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

(2) 当該工事内容等の周知徹底 

(3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

(4) 当該工事における災害対策訓練 

（5）当該工事現場で予想される事故対策 

（6）その他、安全・訓練等として必要な事項 

12．受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署

等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければなら

ない。 

13．受注者は、工事現場が隣接又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業

者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措

置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織する

ものとする。 

14．監督職員が、労働安全衛生法（令和元年６月改正 法律第37号）第30条第１項に

規定する措置を講じる者として、同条第２項の規定に基づき、受注者を指名した場

合には、受注者はこれに従うものとする。 

15．受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関

連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等

については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 

16．受注者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地

形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなけ

ればならない。特に梅雨、台風等の出水期の施工にあたっては、工法、工程につい

て十分に配慮しなければならない。 

17．受注者は、災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべ

てに優先させるものとする。 

18．受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の表示及び関係者への周知など、

必要な安全対策を講じるものとする。 

19．受注者は、第三者が掘削箇所に転落しない様に転落防止柵等を設置すること。た

だし、これにより難い場合は、保安柵等を適切に設置すること。 

 

３－４ 環境対策 

1． 受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事官通達、

昭和 62 年３月 30 日改正）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、

大気汚染、水質汚濁等の間題については、施工計画及び工事の実施の各段階におい

て十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。 

2． 受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告

し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。 
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3． 第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、受注者は 1－22 第５項及び第７

項の規定に従い対応しなければならない。 

4． 監督職員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者へ

の損害が生じた場合には、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果

たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めるこ

とができる。この場合において、受注者は必要な資料を提示しなければならない。 

 

３－５ 文化財の保護 

1． 受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、工事に携わる全て

の関係者に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ち

に工事を一時中止したうえで、速やかに監督職員に報告し、その指示に従わなけれ

ばならない。 

2． 受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注

者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者と

しての権利を保有するものである。 

 

３－６ 沿道居住者への広報  
1．  受注者は、工事着手に先立ち現場付近の住民に対し工事の目的、工期について十
分な広報を行い、工事に対する理解と協力を得られるよう努めなければならない。

（記載例―①、記載例―②）  
2． 工事に伴い通行の禁止又は制限を必要とする場合は、関係官公庁その他の許可を

得て、その許可条件及び監督職員の指示に従い付近住民に説明し理解と協力を求め、

又必要な箇所に指定の標示板等を設けなければならない。 

 

３－７ 交通安全管理 

1． 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する通路を使用するときは、積載物の

落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、

特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及

ぼした場合は、契約約款第28条によって処置するものとする。 

2． 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事に

ついては、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期

間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識、安全施設等の設置場所、

その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。 

3． 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、

監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、「道路標識、区画

線及び道路標示に関する命令（令和６年７月改正 内閣府・国土交通省令第４号）」、

「道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について（国土交通省道

路局長通知、平成18年３月31日付け国道利37号・国道国防第205号）」、「道路工

事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路

政課長、国道・防災課長通知、平成18年３月31日付け国道利38号・国道国防第206
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号）」及び保安施設設置基準（岩手県県土整備部道路環境課通知、平成18年４月28

日付け道環第32号）に基づき、安全対策を講じなければならない。 

4． 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書

の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

5． 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持、管理、補修及

び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、

受注者は、関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を

除き、標識の設置その他の必要な措置を自らの費用負担で行わなければならない。 

6． 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において

使用するものとする。 

7． 受注者は、設計図書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合におい

ては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分

を明らかにして使用するものとする。 

8． 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管

してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を

中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物

を撤去しなくてはならない。 

9． 同一路線で工事現場が近接する場合、それぞれの工事現場間隔が300ｍ以上となる

ように作業帯を設けなければならない。 

10. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（令和４年４月改正 政

令第198号）第３条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路

法第47条の２に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、

道路交通法施行令（令和７年３月改正 政令第335号）第22条における制限を越えて

建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法（令和７年３月改正 法

律第32号）第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 

11. 受注者は、交通誘導にあたっては警備業法施行規則第38条による教育の履歴者、

建設業協会等が主催する建設工事の事故防止のため安全講習会の受講者あるいは

交通誘導警備業務に係る検定（１級または２級）の合格者を配置するものとし、教

育の実施状況、受講証等の写し等確認できる資料を監督職員に提出するものとする。

なお、受注者は交通誘導警備業務を警備業務者に委託した場合、かつ、警備員等の

検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）第２条の表の６の項の

規定により都道府県公安委員会が認定した路線において交通誘導を行う場合にあ

っては、交通誘導を行う現場ごとに必ず交通誘導警備業務に係る検定（１級または

２級）の合格者を１人以上配置するものとし、合格証明書の写しを監督職員に提出

するものとする。 

 

３－８ 爆発及び火災の防止 

1．受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には関係法令を遵

守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければな

らない。 
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2．受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督職員に使用計

画書を提出しなければならない。 

3．受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼してはならない。 

4．受注者は、喫煙等の火気使用場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止し

なければならない。 

5．受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行

い、周辺の整理に努めなければならない。 

 

３－９ 工事用地等の使用 

1． 受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意

をもって維持・管理するものとする。 

2． 設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が

必要とする用地については、受注者の責任で準備し、確保するものとする。この場

合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場

事務所、宿舎）及び型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物

堀削等に伴う借地等をいう。 

3． 受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、そ

の土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が

生じないように努めなければならない。 

4． 受注者は、第１項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め又は監督

職員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返還しなければならない。 

5． 工事の途中において、発注者が返還を要求したときも同様とする。 

6． 発注者は、第１項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しな

いときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用

は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受

注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。 

 

３－10 跡片付け 

受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、その責任において、設計図書に

おいて存置するとしたものを除く一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の

仮設物を撤去し、現場及び工事にかかる部分の清掃を行い、整然とした状態とする

ものとする。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督職員の指示に従って

存置し、検査終了後に撤去するものとする。 

なお、このための費用は受注者の負担とする。 

 

３－11 事故報告 

受注者は、工事現場等で事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事

故報告要領」（平成26年１月６日施行）に基づき、必要な措置を講じるとともに、

工事担当課に連絡及び報告を行わなければならない。 
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別図３－１       【工事標示板（記載例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「水道管の○○を行っています」は、次の表のとおり簡単な表現とする。 

２ 色彩は、「ご迷惑をおかけします」及び「水道工事」は、青地に白抜き文字

とする。 

３ 「水道管の○○を行っています」等の工事内容、工事期間については青色文

字とする。 

４ その他の文字及び線は、黒色、地を白色とする。 

 

主な工種 工事看板表示 

新設工事 地震に強い水道管の布設を行っています。 

取替（経年管更新）工事 地震に強い水道管に入れ替えを行っています。 

取替・撤去工事 水道管の【取替・撤去】を行っています。 

修繕・補修工事 水道管の修理を行っています。 

支障移設工事 水道管の移設を行っています。 

埋設物調査工事 埋設物の調査を行っています。 

緊急工事 緊急で水道管の水漏れを直しています。 

点検・補修工事 水道管の点検・修理を行っています。 

舗装復旧工事 水道管の埋設跡の復旧を行っています。 

 

2cm 

2cm 2cm 110cm 

140cm   

43cm 

35cm 

35cm 

11cm 

  

12cm  ご迷惑をおかけします

地震に強い

 行っています
令和○年○月○日まで 

時間帯 9：00～16：00  

水 道 工 事  

発注者 盛岡市上下水道局○○課  
   電話 019-×××-××××
施工者 ○○○建設株式会社

    
  

2cm 

   電話 019-×××-××××

水道管の布設を 

請負額 ○○,○○○千円
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５ 現場の状況により工事標識版の設置場所が限られる等の場合は、工事標示板

の幅をハーフサイズ（1/2 幅）とすることができるものとする。 

  この場合の記載内容は通常サイズの工事標示板と同様とし、割り付けは以下

を標準とする。 

６ ハーフサイズ（1/2 幅）の工事標示板の使用にあたっては、監督職員の承諾

を得るものとする。 

 

【工事標示板（ハーフサイズ記載例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2cm 

2cm 2cm 55cm 

140cm   

53cm 

25cm 

35cm 

11cm 

 

12cm ご迷惑をおかけします

地震に強い 

入れ替えを 

 行っています 

令和○年○月○日まで

時間帯 
  9：00～16：00 
 

発注者 盛岡市上下水道局

○○○○課  
   電話 019-×××-××××

施工者 ○○○建設株式会社

    
  

2cm 

   電話 019-×××-××××

水 道 工 事  

水道管に 

請負額 ○○,○○○千円  



 

 

第 ４ 章  材   料  
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第４章 材  料  

 

４ －１  適用  

水道工事で使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合

を除き、この標準仕様書に示す規格に適合したもの、またこれと同等以

上の品質を有するものとする。  

 

４ －２  工事材料の品質  

1.  受 注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任

と費用負担において整備、保管し、監督職員から請求があった場合は、

直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。  

2.  契 約約款第 13 条 第１項に規定する「中等の品質」とは、ＪＩＳ規格ま

たはＪＷＷＡ規格に適合したもの又は、これと同等以上の品質を有する

ものとし、ＪＩＳ規格品またはＪＷＷＡ規格品の工事材料については、

ＪＩＳ規格表示許可書、ＪＷＷＡ規格表示許可書の写を提出するものと

する。  

3.  受 注者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料につ

いて、ＪＩＳ、ＪＷＷＡまたは設計図書で指示する方法により、試験を

行わなければならない。  

4.  受 注者は、設計図書または監督職員の指示により、見本または品質を

証明する資料を監督職員に提出しなければならない工事材料について

は、受注者の費用負担において提出しなければならない。  

 

４ －３  材料の検査及び確認  

1.  受 注者は、設計図書または監督職員に指示された材料の使用にあたっ

ては、「工事打合簿 (様式第５号 )」に材料名、製造者名および購入先を

記載した使用材料の一覧表、品質証明等が確認できる資料を添付のう

え、監督職員に事前に提出し、検査（確認を含む）を受けなければなら

ない。  

2.受 注者は、工事材料を使用するまで変質がないよう保管しなければなら

ない。また、監督職員が、変質等により不適当と認めた場合には、受注

者は自らの責任と費用負担により速やかに取り替えるとともに、新たに

搬入する材料については再検査を受けなければならない。  

 

４ －４  工場立会検査  

設計図書または監督職員の指示により、工場において試験を必要とす

る工事材料については、ＪＩＳ、ＪＷＷＡ、設計図書で指示する方法ま

たは監督職員の指示する方法により、受注者の費用負担において試験を

行わなければならない。   
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４－５  提出書類  

工事に使用する材料で、別表４－１「水道工事承認材料一覧表」に記

載された製品以外の材料を使用する場合は、「工事材料承諾願」（様式

第 11 号 ）に材料名、製造者名及び材料図面等を添付のうえ監督職員に

提出し、承諾を得たうえで使用すること。  

ただし、別表４－１「水道工事承認材料一覧表」に記載された製品と

明らかに同等品と認められるもの、あるいは過去に使用実績がある材料

については、「工事打合簿」（様式第５号）に材料名、製造者名及び材

料図面等を添付のうえ監督職員に提出し、承諾のもとで使用することが

できるものとする。  

 

 

               Ｙ ｅ ｓ  

 

 

         Ｎ ｏ  

 

 

               Ｙ ｅ ｓ  

 

 

 

         Ｎ ｏ  

 

               

 

 

 

４ －６  支給材料及び貸与品  

1．  受注者は、支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は、注意をもって
管理しなければならない。  

2．  受注者は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳
簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。  

3．  受注者は、工事完成時（完成前にあっても工事工程上支給品の精算が
行えるものについては、その時点）には、支給材料精算書を監督職員に

提出しなければならない。  

4．  受注者は、契約約款第 15条 第 1項の規定に基づき、支給材料及び貸与品
の支給を受ける場合は、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求

書をその使用予定日の 14日 前までに監督職員に提出しなければならな

い。  

別表４－１に記載して

いる承認資材か。 

「 工 事 打 合 簿 」 (様 式 第 ５ 号 ) 

「 工 事 打 合 簿 」 (様 式 第 ５ 号 ) 

 

別表 4-1 に記載している

資材と明らかに同等品か 

「 工 事 材 料 検 査 願 」 （ 様 式 第 ９ 号 ）  

「 工 事 材 料 承 諾 願 」 (様 式 第 1 1 号 ) 
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5．  契約約款第 15条 第１項に規定する引渡場所については、設計図書又は
監督職員の指示によるものとする。引渡場所からの積み込み、荷降ろし

を含む運搬に係る費用と責任は受注者の負担とする。  

6．  受注者は、契約約款第 15条 第９項に定める「不用となった支給材料又
は貸与品の返還」については、監督職員の指示に従うものとする。な

お、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れるこ

とはできないものとする。また、返却に要する費用は受注者の負担とす

る。  

 

４ －７  工事現場発生品  

1．  受注者は、工事施工によって生じた現場発生品について、現場発生品
調書を作成し、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引渡

さなければならない。なお、引渡しに要する費用は受注者の負担とす

る。  

2．  受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用
いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合に

は、監督職員と協議し承諾を得なければならない。  

3．  受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平
成 14年 ５月 30日 ）、再生資源の利用の促進について（建設大臣官房技術

審議官通達、平成３年 10月 25日 ）、建設汚泥の再生利用に関するガイド

ライン（国土交通事務次官通達、平成 18年 ６月 12日 ）を遵守して、建設

副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。  
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 別 表 4-1-(1)    【水道工事承認材料一覧表 (1)】  

製 品 名 規 格 等 

ダクタイル鋳鉄管類 

ダクタイル鋳鉄管 

直管 

（エポキシ樹脂

紛体塗装管） 

K 形 3 種 JIS G 5526 

（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） 

JWWA G 113 

（水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） 

JIS G 5528 

（内面樹脂粉体塗料） 

JWWA G 120,JDPA G 1049 

（水道用 GX 形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） 

JDPA G 1052 

（S50形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄管） 

KF 形･UF 形 PF 種 

S 形･US 形 

SⅡ形･NS 形 
1 種(切管)･3 種 

GX 形 S 種 

S50 形 S 種 

ダクタイル鋳鉄 

異種継手直管 

（エポキシ樹脂

紛体塗装管） 

KF-K･S-K･SⅡ-K 

NS-K 
3 種 

JWWA G 113 

（水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） 

JIS G 5528 

（内面樹脂粉体塗料） 

K-KF･S-KF 

SⅡ-KF 
PF 種 

K-S･K-SⅡ･K-NS 

KF-S･KF-SⅡ 

NS-SⅡ･SⅡ-NS 

1 種(切管)･3 種 

ダクタイル鋳鉄 

異形管 

K 形･KF 形 

SⅡ形･NS 形 

UF 形･フランジ

形 

GX 形  

JIS G 5527 

（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管） 

JWWA G 114 

（水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管） 

JIS G 5528 

（内面樹脂粉体塗料） 

JWWA G 121,JDPA G 1049 

（水道用 GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形

管） 

JDPA G 1052 

（S50形ダクタイル鉄管） 

S50 形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダクタイル鋳鉄管 

接合部品 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 形 
押輪・ゴム輪 

メカニカルボルトナット 
JIS G 5527 附属書 

（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管） 

 

 

JIS K 6353 

(水道用ゴム) 

 

 

JDPA G 1049 

（GX 形ダクタイル鋳鉄管） 

 

 

JDPA G 1052 

（S50形ダクタイル鉄管） 

 

 

 

 

 

 

KF 形 

押輪・ゴム輪 

メカニカルボルトナット 

ロックリング･シールキャッ

プ、セットボルト 

SⅡ形 

押輪・ゴム輪・ライナ 

メカニカルボルトナット 

ロックリング 

バックアップリング 

切管用挿し口リング 

（改良型） 

S 形 

押輪･割輪･ゴム輪 

メカニカルボルトナット 

ロックリング 

バックアップリング 

長尺継ぎ輪用ロックリング 

セットボルト･シールリング 

結合ピース･シールボルト 

切管用挿し口リング 
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ダクタイル鋳鉄管 

接合部品 

NS 形 

ゴム輪･ライナ･ロックリン

グ 

メカニカルボルトナット 

セットボルト 

結合ピース・シールボルト 

切管用挿し口リング 

 

 

 

 

 

 

 

JIS G 5527 附属書 

（ダクタイル鋳鉄異形管） 

 

JIS K 6353 

(水道用ゴム) 

 

JDPA G 1049 

（GX 形ダクタイル鋳鉄管） 

 

JDPA G 1052 

（S50形ダクタイル鉄管） 

フランジ形 

フランジボルトナット 

ステンレス座金 

フランジパッキン 

（全面ボルト穴付） 

フランジパッキン（ＧＦ） 

GX 形 

押輪・ゴム輪・ライナ 
ロックリング・ロックリングホ

ルダ 

メカニカルボルトナット 

P-Link・G-Link 

S50 形 

押輪・ゴム輪・ライナ 
ロックリング 

メカニカルボルトナット 

抜け止め押輪 
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別 表 4-1-(2)     【水道工事承認材料一覧表 (2)】  

製 品 名 規 格 等 

押輪・特殊押輪類 

押輪（FCD 製） 同軸押輪 川崎機工㈱  KCA 形 

特殊押輪(K 形) 

 

川崎機工㈱  KTA 形 

㈱ｸﾛﾀﾞｲﾄ工業 MR31 

コスモ工機㈱ CMB 

㈱水研    SW-S(A) 

大成機工㈱  TN-30(W) 

高圧タイプ 

コスモ工機㈱ CMA 

㈱水研    SW-H(A) 

大成機工㈱  TN-30(R) 

離脱防止型特殊押輪(K 形) ３DkN 以上 
コスモ工機㈱ CMH 

大成機工㈱  TN-30Z 

特殊割押輪(SⅡ形)  大成機工㈱  TN-35SW 

特殊割押輪(NS・SⅡ形) 継輪用 
大成機工㈱  TK-99 

コスモ工機㈱ CMNS-2 

メカニカル形帽 

K 形 
大成機工㈱  TN-30C 

コスモ工機㈱ MCK-KG 

NS・SⅡ形 大成機工㈱  TN-30C 

SⅡ形 コスモ工機㈱ MCKP-S2 

NS 形 コスモ工機㈱ MCKP-NS 

既設管継手部耐震補強金具(A・K 形) 

3DkN(φ75～600)  大成機工㈱    TO-13H 

3DkN(φ75～250)  コスモ工機㈱ CHK  

3DkN(φ300～600) コスモ工機㈱ CMWD 

既設管継手部補強金具(A・K 形) 1.5DkN 以上（φ75～300） 大成機工㈱    TO-99 

既設管継手部補強金具(T 形) 1.5DkN 以上（φ75～250） 大成機工㈱    TO-99 

NS 形用管栓  
コスモ工機㈱ MCSP-NS 

大成機工㈱  TN-06SN 

GX 形用管栓  

コスモ工機㈱ MCSP-GX 

MCSP-GXI 

大成機工㈱  GX-11SN 

移動用防止金具(NS 形)  
コスモ工機㈱ LKH 

大成機工㈱  NS-07G 

ポリエチレン管 

ポリエチレン管 1 種(軟質管)2 層管 JIS K 6762 

ポリエチレン管継手 B 形 JWWA B 116  

鋼管 

ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PB・SGP-PD JWWA K 132 

硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB・SGP-VD JWWA K 116 

波状ステンレス鋼管(B) SUS316 JWWA G 119 
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硬質ポリ塩化ビニル管 

硬質塩化ビニール管 VPW JIS K 6742 

耐衝撃性塩化ビニール管 HI JIS K 6742 

可撓管 

伸縮可撓管 

FCD 製 

㈱クロダイト工業 BJ70 

コスモ工機㈱ EB 

㈱水研 FBW･FBN･FBS 

大成機工㈱ TF-80W･TF-80S 

ゴム製 

西武ポリマ化成㈱ SJ-K 

東洋ゴム工販東日本㈱ 

ST 型（耐震用） 
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 別表 4-1-(3)      【水道工事承認材料一覧表 (3)】  

製 品 名 規 格 等 

その他の管 

ヒューム管 B 形１種･２種 JIS A 5303 

フレキシブル管  

国産ラセン管㈱ KM 

㈱タブチ S520 型 

㈱ﾃｸﾉﾌﾚｯｸｽﾄｰﾗ S520 

異種管継手類 

ＣＶＳ･ＣＶＳ－Ａ FCD 製･内面粉体 ㈱クロダイト工業 

ＶＣジョイント FCD 製 
コスモ工機㈱VC1 

大成機工㈱VK-00VC、同 S50 形用 

ＣＡジョイント FCD 製 
コスモ工機㈱C-A 

大成機工㈱TA-80 

ＳＰ・ＳＧジョイント 
本体 FCD 製 

パイプ SUS304 製  
㈱栗本鐵工所 

ＶＣ短管類 FCD 製･内面粉体 

大成機工㈱ VK-00Ⅰ･00Ⅱ、VK-00ⅠL 

コスモ工機㈱ 

SQVF SQVFL SQVFR SQVC SQVCR SQV2 

ブッシング入りフランジ FCD 製 ㈱光明製作所 

仕切弁 

ソフトシ－ル仕切弁 
（FCD 製･内ねじ式･立形） 

 内外面粉体・右回り開 

フランジ形 JWWA B 120 

NS 形 JWWA B 120 に準拠 

SⅡ形 JWWA B 120 に準拠 

ソフトシ－ル仕切弁 
（FCD 製･内ねじ式･立形） 

 内面粉体塗装・外面耐食塗装 

 右回り開 

GX 形 JWWA B 120 に準拠 

ソフトシ－ル仕切弁 
（FCD 製･内ねじ式･立形） 

 内面粉体塗装・外面耐食塗装 

 右回り開 

S50 形 JWWA B 120 に準拠 

バタフライ弁（FCD 製・立型）  JWWA B 138 

立型仕切弁（FCD 製・内ねじ式） O リング入 JWWA B 122 

不断水類 

バルブ付割 T字管 

割 T 字管・不断水栓 
FCD 製 

コスモ工機㈱ 

STCPFP,STCF/10M,BCP,MC/10 

大成機工㈱ TN-02VS,TN-65VS,TN-65F 

不断水切替ﾊﾞﾙﾌﾞ FCD 製 
コスモ工機㈱ CO ﾊﾞﾙﾌﾞ、Ｒﾊﾞﾙﾌﾞ 

大成機工㈱ TV-210Ⅱ 

不断水栓 FCD 製 

㈱水研 エスゲート（FC 管は適用外） 

コスモ工機㈱プラグ３型 

大成機工 TV-210,TV-210S 
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 別 表 4-1-(4)     【水道工事承認材料一覧表 (4)】  

製 品 名 規 格 等 

空気弁・補修弁類 

水道用急速空気弁 

（FCD 製･内面粉体） 
フランジ形 JWWA B 137 

不凍急速型空気弁 SUS304 製 
前澤工業㈱ MFA 

明和工業㈱ MAV 

ボール型補修弁 

（FCD 製･内外面粉体） 

レバー式 

φ 75 H=100（浅埋形） ㈱清水合金製作所 

㈱清水鐵工所 

㈱クボタ 

㈱栗本鐵工所 

前澤工業㈱ 

角田鉄工㈱ 

幡豆工業㈱ 

千代田工業㈱ 

φ 75 H=150 

φ100 H=200 

消火栓類 

地上式消火栓 

単口 
前澤工業㈱CX1E 

㈱北川鉄工所№22KⅡ 

単口（回転式） 
前澤工業㈱CR1E 

㈱北川鉄工所№52KⅡ 

双口 
前澤工業㈱CX2E 

㈱北川鉄工所№39W 

コンクリートＬ型座台 
岩手大丸ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 

矢巾ケーハン㈱ 

地下式消火栓 

（FCD 製･内面粉体･内外面粉体） 

左回り開 

単口 

JWWA B 103 及び準拠 

幡豆工業㈱    火消し S 

㈱清水合金製作所  BR 型 

㈱清水鐵工所   ｴﾎﾟﾗﾝﾄ L 

前澤工業㈱   ﾆｭｰﾎﾞﾌﾞﾊｲﾄﾞ 

角田鉄工㈱    ﾆｭｰｴｰｽ 

㈱クボタ    ﾆｭｰめ組 

千代田工業㈱ L L E - 3 型  

双口（2 スピンドル） JWWA B 103 準拠 

不凍式排水弁 固定式φ40、50  
㈱竹村製作所 MH-3、MH-4 

㈱光合金製作所 DB 型 

マンホール 

マンホール口環蓋 

（FCD 製 T-14・T-25） 

仕切弁室 

排水弁室 

空気弁室 

仕様書① JWWA B 132 

川彦㈱ 

㈱トミス 

長島鋳物㈱ 

日之出水道機器㈱ 

日本鋳鉄管㈱ 

平野鋳工㈱ 
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消火栓室 

JWWA B 132 仕様書④ 

川彦㈱ 

㈱トミス 

長島鋳物㈱ 

日之出水道機器㈱ 

組立マンホール 0 号･1 号･2 号･3 号 ･A１号 
仕様書②(社)日本下水道

協会認定工場製品  

マンホール  JIS A 5317 

排水弁室 蓋弁室φ50・φ40 用 

仕様書③ 

日之出水道機器㈱ 

川彦㈱ 
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 別 表 4-1-(5)     【水道工事承認材料一覧表 (5)】  

製 品 名 規 格 等 

仕切弁筐 

仕切弁筐 

A1L   (従来埋設φ50～φ100) 
仕様書⑤ JWWA B 110 

川彦㈱ 

日之出水道機器㈱ 

㈱トミス 

長島鋳物㈱ 

平野鋳工㈱ 

北勢工業㈱ 

A1    (従来埋設φ150～φ300) 

A1S     (浅層埋設φ50～φ200) 

A2 
(従来埋設φ400) 

(浅層埋設φ250～φ300) 

仕様書⑤ JWWA B 110 

川彦㈱ 

日之出水道機器㈱ 

㈱トミス 

長島鋳物㈱ 

平野鋳工㈱ 

仕切弁筐台 

コンクリート製（A1、A1L、A1S 号） 

岩手大丸コンクリート㈱ 

矢巾ケーハン㈱ 

日之出水道機器（株） 

コンクリート製（A2 号） 
岩手大丸コンクリート㈱ 

矢巾ケーハン㈱ 

再生プラスチック製（A1、A1L、A1S 号） 

川彦㈱ 

㈱トミス 

日之出水道機器（株） 

再生プラスチック製（A2 号） ㈱トミス 

レ ジン コ ン ク リー ト 製 （A2 号） 日之出水道機器（株） 

仕切弁台 

コンクリート製 
岩手大丸コンクリート㈱ 

矢巾ケーハン㈱ 

再生プラスチック製 日之出水道機器（株） 

その他 

埋設標識シート 

（標識部はリサイクル製

品） 

幅 150mm 

浅埋用 

(標識部Ｗ折込、保護部シングル) 

㈱アクロス 

サンエス護謨㈱ 

㈱モリヤ 

ヨツギ㈱ 従来用（標識部Ｗ折込） 

管明示テープ 

【形状寸法】 

幅 50 ㎜×厚さ 0.2 ㎜×長さ 20ｍ(巻)  

【印刷文字】 

「盛岡市上水道 内面エポキシ樹脂粉体

塗装(西暦２年単位 例：2 0 1 9～ 20 2 0 )」

㈱アクロス 

サンエス護謨㈱ 

ヨツギ㈱ 

ポリエチレンスリーブ類  JWWA K 158 

管探知ワイヤー ロケーティングワイヤー 

フジテコム㈱FRT-174W 

㈱アクロス PC706 

サンエス護謨㈱ 

ヨツギ㈱ YS671 

河陽電線㈱ 
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サドル付分水栓 

サドル付分水栓 

A 形 Ｓ（ねじ式） 
分水栓  青銅鋳物製 

サドル･バンド FCD 製 
JWWA B 117 

給水装置等 

盛 岡 市 給 水 装 置 工 事 施 行 要 領 による 

 



 

 

第 ５ 章  土   工  
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第５章  土 工 

 

５－１ 適用 

本章は、管路工事の土工その他これに類する事項について適用するものとし、一

般的技術内容については、「土木工事安全施工技術指針」（国土交通省大臣官房技

術審議官通達、令和４年２月）及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」（国土交通

省告示第496号、令和元年９月２日）によるものとする。 

 

５－２ 布設位置の選定 

1.  管布設の平面位置及び埋設深さ（土被り）は、設計図書、現地調査並びに必要に

応じた試験掘により状況把握のうえ選定するものとする。 

2.  埋設深さ（土被り）は、下層路盤の下面から30cm下がりを基本とするが、管の口

径が300mm以下の場合、最小埋設深さは90cmとする。また、管の口径350mm以上とな

る場合、最小埋設深さは120ｃｍとする。ただしマウントアップの歩道に管を埋設す

る場合、将来の歩道切り下げ等を考慮し、マウントアップの高さ分(埋設深さ（土被

り）＝最小埋設深さ＋マウントアップ高さ)を加えるものとする。 

 

５－３ 埋設物等調査 

工事区域内にある埋設物等について、形状寸法、管種、管径、土被り、埋設年、

圧力等の状況などを管理者の図面と照合しながら平面位置及び深さ等を確認する。 

ガス管、ケーブル等破損することにより住民生活に大きな影響を与える施設、ま

たは、重大事故につながる恐れがある施設が埋設されているときは必要に応じ、各

管理者の立会いのもとで試験掘を行うものとする。これらにより確認された事項に

ついては、文書及び図面等に残しておくこと。 

主な埋設物は次のとおりである。 

（1）  地上物件 
電柱、空中線、街路樹、公衆電話等 

（2）  地下物件 
上下水道管、ガス管、ケーブル（電気、電話、高速通信）、有線テレビ等 

 

５－４ 床掘工 

1.  床掘は、あらかじめ標示施設、保安施設、土留、排水、覆工、残土処理方法、埋

戻材料、その他必要な諸般の準備を整えたうえ着手しなければならない。 

2.  舗装切断時に現場内で発生する排水(汚泥)は、放流することなく、産業廃棄物処

理法に基づき、回収・運搬・処理しなければならない。 

なお、排水が伴わない工法を採用する場合は監督員と別途協議し、発生する粉塵

等については適正に処理しなければならない。 
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      【舗装版切断時に発生する汚泥量（標準）】 

条 件 汚泥量（㎥/ｍ） 摘 要 

舗装厚10㎝以下 0.0017  

舗装厚10㎝を超え20㎝以下 0.0027  

舗装厚20㎝を超え30㎝以下 0.0037  

舗装厚30㎝を超え40㎝以下 0.0047  

3.  アスファルト及びコンクリ－ト舗装の取り壊しは、舗装切断機を使用して直線に

切断し、在来舗装部分が粗雑にならないように行わなければならない。 

4.  機械床掘をする場合には、施工区域全般にわたる地上施設及び地下埋設物等に十

分注意しながら行わなければならない。 

5.  継手堀等の床掘は、所定の形状とし、管の据え付け及び接合作業の完全を期する

ように入念に行うこと。また、余堀り、えぐり堀りをしてはならない。 

 

５－５ 基面整正 

床付面は、乱さないように十分留意し、玉石、礫などの異物を完全に取り除き、

むらのない仕上がりに均さなければならない。 

 

５－６ 残土処理 

1.  発生残土は、指定処分を原則とする。ただし、指定場所の確保が困難な場合に限

り、受注者と発注者との協議により、処分地を決定できるものとする。 

2.  残土の搬出にあたっては、路面の汚損を防止すると共に、運搬路線は随時点検し、

路面の清掃及び補修を行うこと。また、必要に応じて散水し土砂及び粉塵を飛散さ

せないよう適切な措置を行わなければならない。 

 

５－７  土留工 

1.   土留工は、これに作用する土圧及び施工期間中における降雨等による条件の悪化
に十分耐え得る構造とすること。床掘中は、常に矢板、切梁、腹起こし、その他支

保工の変形状態に注意すると共に、地質その他の関係でこれを補強する必要がある

場合には直ちにこれを実施しなければならない。 

2.   土留の位置及び構造は、施工計画書に従い堅固に築造し、常時良好な状態を保つ
ように努めなければならない。工事中必要が無くなったときは、直ちに取り払い、

土留後を十分に填充し、原形に復旧しなければならない。 

 

５－８  水替工 

1.  工事区域に湧水及び滞水がある場合は、現場に適した施設、方法により排水を行

わなければならない。 

2.  排水は、最寄りの排水施設又は河川等へ該当管理者の許可を得て放流するものと

し、路面等には放流してはならない。 
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3.  排水用設備は、湧水等を速やかに排水できる能力を有するものとし、不測の出水

に対応できるよう予備のものを用意しておくこと。また、必要に応じて沈砂桝を設

けて土砂を流してはならない。 

 

５－９ 路面覆工 

1.  覆工材は、加重に十分耐え、かつ現場に即応したものであること。なお、表面に

おける段差及び各覆工材間の隙間が無いようにすると共に、通行車両による跳ね上

がり、制動に伴う横方向の滑りに耐え得るような構造としなければならない。 

2.  覆工材と周辺の路面との隙間には、アスファルト合材等を充填し、交通の支障と

ならないようにしなければならない。 

 

５－10 埋戻工 

1.  配水管布設工及び給水管切替工における埋戻しの断面は、設計図書によるものと

する。 

2.  埋戻しは、指定された埋戻材を用い、厚さ20㎝毎に十分締固めを行い、施工後に

沈下を生じないよう施工しなければならない。 

3.  埋戻しに際しては、管及びその他構造物に損傷を与えたり移動を生じたりしない

よう十分注意して行わなければならない。 

4.  土留の撤去は、管に影響を与えないよう取り外し時期・方法を考慮して埋戻しを

行わなければならない。 

 

  



⑤－4〔本編〕 

 

５－11 埋設標識シート等の設置 

1.   埋設標識シートは、埋設深度（土被り）が1.2ｍ未満の場合は、青地に「浅埋」
と記入された材質のものを使用するものとする。ただし部分的に1.2ｍ以上となる

場合は、同一の材料を使用しても良い。 

2.   埋設標識シートは、監督職員の指示により、車道・歩道共に土被り60ｃｍ程度の
位置（下層路盤の下側等。）に設置するものとする。 

3.   管口径が350mm以上の場合（埋設深1,200mm）は、下図のとおり標識シートを横に
２条設置するものとする。 

 

 

 

4.  一般交通に供する道路以外に水道管（給水管を除く）を埋設する場合は、埋設

標識シートの他、埋設標示杭、埋設標示鋲又は埋設標示板を設置するものとする。

（参考図5-1） 

 なお、埋設標示の方法や設置箇所等の詳細については監督職員と協議し、決定

すること。 

  

G.L G.L

約600 約600

埋設標識ｼｰﾄ 埋設標識ｼｰﾄ

口径が300ｍｍ
を超える場合

1,200
900

口径が300ｍｍ
以下の場合

管口径が350mm以上の場合 管口径が300mm以下の場合 
（管口径300mm以下） 

埋設シートは道路舗装面から60cm（路盤より
下）の位置に埋設する。 
※配管の埋設深が90cmの場合は同等となる
が、管上30cmの定義ではない。 
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参考図5-1 

埋設表示杭、埋設表示鋲 

 

 

埋設表示板 

 

 

 

 

 

５－12 殻等運搬処理工 

受注者は、殻、発生材等の処理を行う場合は、関係法令に基づき適正に処理する

ものとし、殻運搬処理及び発生材運搬を行う場合は、運搬物が飛散しないようにし

なければならない。
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別図5-1(1)      【標準埋戻・路盤断面】 

 

主要地方道及び県道（車道）    主要地方道及び県道（歩道） 

 

仮復旧 5cm 仮復旧 3cm 

粒調砕石 

（40-0） 

22cm 

 

 

30cm 

 

 

 

 

 

 

管上10cm 

 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

（40-0） 

25cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管上10cm 

 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

（40-0） 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

又は良質土 

 
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

又は良質土 

 

砂または砂質土 砂または砂質土 

 

 

 市道（車道:舗装幅員5.0ｍ未満） 市道（車道:舗装幅員5.0ｍ以上8.0ｍ未満） 

 

仮復旧 3cm 

12cm 

 

30cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

管上10cm 

 

仮復旧 3cm 

粒調砕石 

（40-0） 

粒調砕石 

（40-0） 

14cm 

 

34cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

管上10cm 

 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

（40-0） 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

（40-0） 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

又は良質土 

（CBR20以上） 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

又は良質土 

（CBR20以上） 

砂または砂質土 砂または砂質土 

 

※ ポリエチレン管を布設する場合や、土質条件が配水管を布設するにあたり適当でないと認められる場合

には、管防護の為に管下にも10cm、砂及び砂質土を敷くこととする。 
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別図5-1(2)       【標準埋戻・路盤断面】 

 

 市道（車道:舗装幅員8.0ｍ以上）  市道（車道・ｺﾝｸﾘｰﾄ） 

 

仮復旧 5cm 

22cm 

 

35cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

管上10cm 

 

仮復旧 5cm 

粒調砕石 

（40-0） 

粒調砕石 

（40-0） 

37cm 

 

 

36cm 

 

 

 

 

 

 

 

管上10cm 

 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

（40-0） 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

（40-0） 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

又は良質土 

（CBR20以上） 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

又は良質土 

（CBR20以上） 

砂または砂質土 砂または砂質土 

 

 

  市道（歩道）             砂利道 

 

仮復旧 3cm 

20cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管上10cm 

 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

（40-0） 

10cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管上10cm 

 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

（40-0） 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

又は良質土 

（CBR20以上） 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 

又は良質土 

（CBR20以上） 

砂または砂質土 砂または砂質土 

 

※ ポリエチレン管を布設する場合や、土質条件が配水管を布設するにあたり適当でないと認められる場合

には、管防護の為に管下にも10cm、砂及び砂質土を敷くこととする。 



 

 

第 ６ 章  復 旧 工  
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第６章  復旧工 

 

６－１ 施工基準 

   復旧は国、県又は市の道路管理者が定める施工基準及び許可条件に基づき、次の

要綱等により施工を行うものとする。 

1. 「道路土工要綱」（日本道路協会） 

2. 「舗装再生便覧」（日本道路協会） 

3. 「舗装調査・試験法便覧」（日本道路協会） 

4. 「アスファルト混合所便覧」（日本道路協会） 

5. 「舗装施工便覧」（日本道路協会） 

6. 「舗装の構造に関する技術指針・同解説」（日本道路協会） 

7. 「舗装設計施工指針」（日本道路協会） 

8. 「舗装設計便覧」（日本道路協会） 

9. 「舗装標準示方書」（土木学会） 

 

６－２  舗装復旧断面 

1.  舗装復旧の仕様及び方法は、設計図書もしくは監督職員の指示によるものとする。 

2.  既設の舗装構成及び舗装材料等が設計図書と相違する場合は、監督職員と協議し

なければならない。 

3.  道路種類別の舗装構成は別図６－１と標準とする。 

4.  管路の埋設深は舗装厚＋300mmを確保することとし、最少埋設深さは管口径（呼び

径）300mm以下の場合は900mm、350mm以上の場合は1,200mmとする。 

 

６－３ 施工後の道路管理 

  舗装工事完了後であっても当該舗装に破損、沈下等が生じた場合、その原因が明

らかに水道工事にあると判断される時は、受注者の負担において速やかに補修しな

ければならない。 

 

６－４ 路面の標識及び構造物 

   道路鋲、道路標識、表示（白線、黄線）及び他事業者の人孔蓋等路面上にあるも

のは、原形に復旧すること。また舗装に際し、他事業者の人孔蓋の高さ調整が必要

な場合は速やかに連絡し調整後施工しなければならない。 
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別図６－１          【復旧標準断面図】 

主要地方道及び県道（車道）         主要地方道及び県道（歩道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市道（車道:舗装幅員5.0ｍ未満）     市道（車道:舗装幅員5.0ｍ以上8.0ｍ未満） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再生密粒度アスコン(13F) t=30 

再生密粒度アスコン(20)  t=40 

再生瀝青安定処理(350kg) t=50 

粒調砕石(40～0mm) t=150 

再生切込砕石(40mm以下) t=300 

再生切込砕石 

又は良質土 

掘削幅 
影響幅 

W=500 

影響幅 

W=500 

再生細粒度アスコン(13F) t=30 

再生切込砕石(40mm以下) t=250 

再生切込砕石 

又は良質土 

 

砂又は砂質土 

 

砂又は砂質土 

 

掘削幅 
影響幅 

W=500 

影響幅 

W=500 

再生密粒度アスコン(20F) t=50 

粒調砕石(40～0mm) t=100 

再生切込砕石(40mm以下) t=300 

再生切込砕石 

又は良質土 

(CBR20以上) 

 

掘削幅 
影響幅 

W=500 

影響幅 

W=500 

再生密粒度アスコン(13F) t=30 

砂又は砂質土 

 

砂又は砂質土 

 

掘削幅 
影響幅 

W=500 

影響幅 

W=500 

再生切込砕石 

又は良質土 

(CBR20以上) 

 

再生切込砕石(40mm以下) t=340 

粒調砕石(40～0mm) t=100 

再生密粒度アスコン(20)  t=40 



⑥－3〔本編〕 

 

 市道（車道:舗装幅員8.0ｍ以上）        市道（車道・ｺﾝｸﾘｰﾄ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   市道（歩道）                 砂利道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ポリエチレン管を布設する場合や、土質条件が配水管を布設するにあたり適当でないと認め

られる場合には、管防護の為に管下にも10ｃｍ、砂及び砂質土を敷くこととする。 

※ 影響幅は監督職員と協議すること。 

再生密粒度アスコン(13F) t=30 

再生密粒度アスコン(20)  t=40 

再生粗粒度アスコン(20)  t=50 

粒調砕石(40～0mm) t=150 

再生切込砕石 

又は良質土 

(CBR20以上) 

 

掘削幅 
影響幅 

W=500 

影響幅 

W=500 

砂又は砂質土 

 

再生切込砕石 

(40mm以下)  

t=350 

再生密粒度アスコン(13F) t=30 

再生密粒度アスコン(20)  t=40 

再生瀝青安定処理(25)    t=150 

粒調砕石(40～0mm) t=200 

再生切込砕石 

(40mm以下)  

t=360 

再生切込砕石又は良質土(CBR20以上) 

掘削幅 
影響幅 

W=500 

影響幅 

W=500 

砂又は砂質土 

 

再生切込砕石(40mm以下) t=100 

再生切込砕石 

又は良質土 

(CBR20以上) 

 

砂又は砂質土 

 

再生細粒度アスコン(13F) t=30 

再生切込砕石(40mm以下) t=200 

再生切込砕石 

又は良質土 

(CBR20以上) 

砂又は砂質土 

 

掘削幅 
影響幅 

W=500 

影響幅 

W=500 
掘削幅 



 

 

第 ７ 章  管 布 設 接 合 工  
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第７章  管布設接合工 

７－１ 配水管技能者 

1.  配管工事に従事する技能者は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 一般継手の施工については、(公社)日本水道協会の配水管技能者名簿に「一般」

で登録されている者。 

(2) 耐震継手の施工については、(公社)日本水道協会の配水管技能者名簿に「耐震」

で登録されている者。 

(3) 大口径（φ500ｍｍ以上）の施工については、(公社)日本水道協会の配水管技能

者名簿に「大口径」で登録されている者。 

2.  受注者は、配管工事に従事する技能者の登録証の写しを添付し「技能者届」及び

「技能者経歴書」を監督職員に提出しなければならない。（第２章２－５技能者届） 

3.  技能者は、管の布設及び継ぎ手接合等にあたり主体的に業務を行わなければなら

ない。 

 

７－２ 管の取扱い 

  管の積み下ろし及び運搬にあたっては、管を損傷させないように十分注意して行

わなければならない。 

 

７－３ 管の据付け 

1.  管の内外面に損傷等の欠陥が無いことを確認すること。 

2.  管の据付けに当たっては、管内部を十分清掃し、水平器、水糸等を使用し中心線

及び高低を確認したうえで正確に据え付けなければならない。 

3.  管の据付けには、管に影響を与えないように十分床均しを行うこと。ただし、軟

弱地盤等でやむを得ず枕木を使用しなければならない場合は、点支持にならないよ

うに配慮しなければならない。 

4.  一日の布設作業終了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないよう必要な措置をと

らなければならない。また、管内にはウエス・工具類等置き忘れの無いよう十分注

意しなければならない。 

 

７－４  既設埋設物との交差 

  送配水管が既設埋設物と交差又は近接する場合は、原則として30㎝以上の間隔を

保つようにすること。ただし所定の間隔が保持できない場合は、監督職員の指示に

従い必要な措置を講じなければならない。 

 

７－５ 管の切断 

1.  管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め管軸に対して直

角に切断しなければならない。 

2.  鋳鉄管の切断面のバリをヤスリ等で取り除き、切断面には、水道用ダクタイル鋳

鉄管合成樹脂塗料(JWWA K 139)に適合した塗料を塗布すること。また、硬化乾燥す
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るまでに時間を要することから、施工に際しては十分留意すること。 

硬化時間の目安 

気  温 10℃ 20～30℃ 

乾燥時間 30分 15分 

 

７－６ 継手の接合 

1.  ダクタイル鋳鉄管の継手部（Ｋ形、ＮＳ形、ＧＸ形、Ｓ50形等）の接合は、日本

ダクタイル鉄管協会発行の接合要領書によらなければならない。 

2.  切管挿口に塗布する防食塗料は、JWWA K 139に適合した液性エポキシ樹脂塗料で

あること。このとき、液性アクリル塗料の鋳鉄管外面補修用塗料や一般のスプレー

ペイント等は使用しないこと。 

3.  滑材は、JDPA Z 2002に適合したダクタイル鋳鉄管継手用滑材を使用しなければな

らない。 

 

７－７ 接合部の清掃 

 接合作業に先立ち、挿口外面の端面からＧＸ形、ＮＳ形、Ｓ50形の場合約30㎝、

Ａ・Ｋ・ＫＦ形の場合約40㎝、Ｓ形の場合約60㎝、ＳⅡ形の場合約50㎝の部分、及

び受口内面・溝等に付着している油・砂・滑剤・その他の異物等をきれいに取り除

くこと。 

また、ゴム輪及びボルト・ナットは十分清掃してから使用しなければならない。

特にＧＸ形、ＮＳ形、Ｓ50形の場合、ゴム輪の当たり面に付着した水もふき取るこ

と。 

 

７－８ ボルト・ナットの締付け 

 各ボルトを締付ける場合は、ナットを各々対角に順次少しずつ締め、管体と押輪

との間隔が均一になるよう十分注意しながら行い、これを繰り返して完全な締付け

を行わなければならない。 

 

７－９ トルクの確認 

 配水管の継手接合終了後は、全部のボルトが規定の締付けトルクに達しているか

トルクレンチを用いて確認し、「継手チェックシート（様式第29号）を監督職員に

提出しなければならない。 

            メカニカル継手用ボルトの締付けトルク 

ﾎﾞﾙﾄ寸法 締付けﾄﾙｸN・ｍ(kgf・㎝) 使用管径(㎜) 

Ｍ１６ 

Ｍ２０ 

Ｍ２４ 

Ｍ３０ 

60（600） 

100（1000） 

140（1400） 

200（2000） 

   50 ～   75 

  100 ～  600 

  700 ～  800 

  900 ～ 2600 

 注：離脱防止金具の“押しボルト”の締付けトルクは、ボルト径に応じてメーカー

の仕様による。 
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フランジ継手用ボルトの締付トルク 

ボルト寸法 締付けトルクN・ｍ(㎏f・㎝) 使用管径(mm) 

Ｍ１６ 

Ｍ２０ 

Ｍ２２ 

Ｍ２４ 

Ｍ３０ 

60（600） 

90（900） 

120（1200） 

180（1800） 

330（3300） 

   75 ～ 200 

   250 ・ 300 

   350 ・ 400 

   450 ～ 600 

   700 ～1200 

 

７－10 離脱防止 

1.   不平均力のかかる異形管については、離脱防止継手（ＳⅡ形、ＫＦ形、ＵＦ形、
ＮＳ形、ＧＸ形、Ｓ50形接合）または離脱防止金具（離脱防止力3DkN対応型Ｋ形特

殊押輪等）を使用する。 

2.   使用する際は、別添参考資料①「一体化長さ早見表」にある値以上の長さを一体
化するように管割を行なうものとする。（日本ダクタイル鉄管協会「ＮＳ形・ＳⅡ

形・Ｓ形ダクタイル鉄管管路の設計（JDPA T 35）」、「ＧＸ形ダクタイル鉄管管

路の設計（JDPA T 57）」及び「Ｓ50形ダクタイル鉄管管路の設計（JDPA T 59）」

参照） 

3.   一体化長さが50ｍ以上になる場合は、原則としてコンクリ－ト防護を併用するも
のとする。 

 

７－11 管の明示 

道路に埋設するφ50㎜以上の管には、他埋設物との誤認、或いは事故回避のため

指定の管明示テ－プを貼らなければならない。 

管明示テ－プは、管周りを清掃した後天端及び胴まわりに貼るものとする。但し、

ポリエチレン管については胴まわりのみとする。 

なお、胴まわりに貼る場合、管長が４ｍの場合は３箇所、５～６ｍの場合は４箇

所とし、１回半巻きを標準とする。ポリエチレン管については概ね１ｍ間隔を標準

とする。 

             天端部  胴まわり部（1回半巻き） 

 

 

 

７－12 管探知ワイヤー 

  ポリエチレン管布設後、管上部に管探知ワイヤー（ロケーティングワイヤー）を

布設すること。なお、ダクタイル鋳鉄管の布設管路内に不凍式排水弁を設置する場

合等、ポリエチレン管の布設延長が短く、管探知ワイヤーの布設は必要ないと認め

られる場合には、監督職員の指示により省略できるものとする。また、ワイヤー端

部の処理については監督職員と協議すること。 

 

７－13 管洗浄工 

1.   管内の洗浄については、着工前に監督職員と協議のうえ計画、準備しなければな
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らない。 

2.   管洗浄は、原則としてポリピッグ工法によること。ただし、ポリピッグ工法が不
適当な場合は監督職員の指示に従うこと。なお、ポリピッグ工法については、要領

⑤「ポリピッグを用いた管内洗浄作業要領」を参考とすること。 

3.   大量の水を放水するので、排水溝等の下流を十分点検し、排水に支障の無いよう
に配慮しなければならない。 

4.   管洗浄作業を行った場合監督職員は、「工事用水量等及び断水洗管作業報告書」
（様式第２３号）を作成しなければならない。 

5.  管洗浄作業を行った場合は、ＤＰＤ試薬を用いて残留塩素濃度の測定を行い、残
留塩素濃度が0.1mg/ℓ以上であることを確認した後に作業を終了しなければならな

い。 

 

７－14 水圧試験 

  受注者は、配管作業完了後又は監督職員が必要と認めたときは、監督職員の立ち

会いのもと水圧試験を行うものとする。試験水圧は、0.75MPaで10分間以上保持を

標準とするが、設計水圧が0.75MPaを超える場合等、監督職員の指示に従うものと

する。 

 なお、他事業工事等により設計どおりの土被りを確保できない場合は、不平均力

による影響のない直線部分については管頂部まで土被りを確保し,曲管や末端部に

ついては監督職員が指示する土被りを確保すること。 

 

７－15 電食及びその他の腐食防止 

管布設の際、管及び仕切弁、サドル分水栓等の付属設備について、次の図のとお

り電食防止及び腐食防止（ポリエチレンスリーブ）の処置を行うものとする。 

 

粘着テープ 

粘着テープ 

粘着テープ 

管理用止水栓 
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ポリエチレンスリーブの施工については次の図及び「ダクタイル管用ポリエチレン

スリーブ施工要領書」（日本ダクタイル鉄管協会）によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ポリエチレンスリーブは鋳鉄管に密着させ、折り重ね部（３重部）及び標示部を

管頂にくるようにする。 

※ 管の継ぎ手部分等においては、ポリエチレンスリーブを十分にたるませること。 

※ ポリエチレンスリーブ端部となるＡ・Ｄ及びＢ・Ｃはゴムバンドの外、防食用ポ

リ塩化ビニル粘着テープでしっかり固定し、地下水の浸入を防止すること。 

※ 管路が傾斜している場合は、スリーブの継ぎ目から地下水等が流入しないように、

流向に対して重ね合わせること。 

※ 直管部は１ｍ毎にゴムバンドで固定すること。 

※ エポキシ樹脂粉体塗装の水道用ダクタイル鋳鉄管に用いる場合は「粉体塗装管」 

と表示されたポリエチレンスリーブを使用し、それ以外の場合は「粉体塗装管」 

を省略したポリエチレンスリーブを使用すること。 

【施工例】 

 

 

 

 

ゴムバンド 
1ｍ 

標示 
管頂 

1ｍ毎に 

Ａ Ｂ Ｄ

ゴムバンド 

防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 

Ａ 

 

Ｃ 

 

Ｄ 

 

ポリエチレンスリーブ(十分たるませる） 

ゴムバンド 

管 

管 

Ｂ

  

ゴムバンド 

 約1ｍ 

防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 

約1ｍ 約1ｍ 約1ｍ 約1ｍ 

ゴムバンド 

＊直管５ｍの場合 

ポリエチレンスリーブ 
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７－16 不断水分岐工及び不断水栓設置工 

1.   不断水による分岐工事及び栓の設置の際は、工事に先立ち、穿孔箇所を正確に定
めるとともに、穿孔工事の実施時期について、監督職員と十分な打ち合わせを行い、

工事に支障のないように留意すること。 

2.   使用する穿孔機は、機種、性能をあらかじめ監督職員に報告し、確認を受けると
ともに、使用前に点検整備を行うこと。 

3.   割Ｔ字管は、枝管部を水平に設置することを原則とする。 
4.   穿孔は、既設管に割Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、
所定の水圧試験を行い、漏水のないことを確認してから行うこと。 

5.   穿孔機の取り付けにあたっては、支持台を適切に設置し、割Ｔ字管に余分な応力
を与えないようにすること。 

6.   穿孔後は、切りくず、切断片等を管外に排出したうえで管を接続すること。 
7.  不断水分岐工の際は,不断水分岐用コアを設置すること。但し、分岐する既設管
が高級鋳鉄管(CIP)の場合は不要とする。 

8.   バルブ付割Ｔ字管の埋設表示は、次の参考図を参照すること。 
 

9.バルブ埋設表示の設置参考図 

 

※１ 埋設標識シートの土被りは、600mm以上確保すること。 

※２ 道路路盤の中に塩ビ管及び埋設標識シートを設置しないこと。 

※３ 設置対象道路は、市道とする。市道以外については設置しないこと。 
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７－17 充填工 

1.  充填工を実施する際は、工事に先立ち、充填箇所及びプラントの位置を正確に定
めるとともに、工事の実施時期について、監督職員と十分な打ち合わせを行い、工

事に支障のないように留意すること。 

2.   充填材は、流動化充填材を基本とし、仕様は以下のとおりとするが、これによら
ない場合は監督員と協議し、決定すること。 

充填材仕様 

流動化材 水 圧縮強度 

セメントベントナイト系 混練水 1N/㎜ 2 以上 

3.  使用する充填材の基本配合、配合順序等を遵守すること。 
4.  充填する際は、空隙が生じない様、留意すること。 
5.  作業時は、充填量（注入量）の管理を行い、注入圧、周辺状況を確認すること。 
 

 



 

 

第 ８ 章  付 属 施 設  
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第８章 付 属 施 設  
 

８－１ 弁室の構造  
   付属施設の仕様は、設計図書に記載のある場合を除き別添の各仕様書によるもの
とする。  
 仕様書① 空気弁室、排水弁室及び仕切弁室用鉄蓋仕様書  
 仕様書② 組立マンホール仕様書  
 仕様書③ 排水弁室仕様書  
 仕様書④ 消火栓室用鉄蓋仕様書  
 仕様書⑤ 仕切弁筐仕様書  
 
８－２ 鉄蓋の仕様  
  弁室及び消火栓室に使用する鉄蓋の仕様は、空気弁室、排水弁室及び仕切弁室用

鉄蓋仕様書及び消火栓室用鉄蓋仕様書によるものとし、設計図書に記載のある場合

を除き、次を標準とする。  
鉄  蓋  道路幅員  
Ｔ－１４  ６ｍ以下の場合  
Ｔ－２５  ６ｍを超える場合  

 
８－３ 仕切弁の設置  
1.  仕切弁台は管路布設方向に対して横向きに設置し、１枚の仕切弁台に台座部が納
まらない場合は仕切弁台を２枚使用する。 

2.  仕切弁は、仕切弁台の上に垂直に設置し、周辺は砂で防護する。 
3.  仕切弁筺は、基礎を十分に締め固め、仕切弁筺台を設置し、その上部に筺を設置
する。 

4.  仕切弁筺は、舗装仕上がり面より高くしないこととし、段差を５mm以内とする。 

 

砂  

仕切弁筺と舗装面の段差 ０～５ｍｍ  
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消火栓番号  

5. 仕切弁を道路内に設置する場合は、交差点（隅切を結んだ線）の外側に設置する

ことを原則とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
８－４ 消火栓の設置  
1.  消火栓の設置箇所は、消防活動に便利な箇所とするが、横断歩道付近、車の出入

口付近等、車両又は歩行者の通行に支障となる位置は避け、設置に当たっては付近

住民の了解を得なければならない。 

2.  地上式消火栓の設置は次図を標準とし、消火栓本体フランジ部をボルトナットの

取り外しができるように、地面から８cm離して設置すること。ただし、それにより

難い場合は監督職員と協議しなければならない。 

3.  地上式消火栓設置の際は、消火栓台の下厚さ15㎝に基礎砕石（再生クラッシャー

ラン40mm以下）を充填し、水抜口（排水弁）まわりは砕石（再生クラッシャーラン

40mm以下）を充填しなければならない。 

4.  地上式消火栓設置の際は、監督職員の指示により消火栓番号を放水口の真上に標

示すること。 

5.  地上式単口消火栓の放水口の向きは、車の進行方向を原則とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕切弁の設置位置  

車の進行方向  

1234  

540mm  

150mm  

230mm  

80mm 

±30mm  

コンクリート台 

540×230×300（mm）  

基礎砕石（再生クラッシャ

ーラン 40mm 以下）  

540×150×300（mm）  
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6.  地上式消火栓までの配管は、全て GX 形とする。直管と異形管受け口との接合は
消火栓の移設を考慮し、G-Link とすること。 

7.  消火栓は垂直に設置すること。 

8. 排水装置が目詰まりしない様に、スリーブ等を設置すること。 
9. 地下式消火栓等を設置する際は、回転防止のため、組立マンホール内の直管とフ
ランジ付きＴ字管の受け口との接合を G-Link とすること。なお、空気弁、φ75 ㎜排

水弁の設置においても同様とする。 

10. 鉄蓋は、舗装仕上がり面より高くしないこととし、段差を５mm 以内とする。 
 

 

 

 
 
 

８－５ 不凍式排水弁（高密度ポリエチレン管）の設置  
1.  不凍式排水弁に接続するダクタイル鋳鉄管の挿し口の突部は切り落とし、管の切
断処理を適正に行うこと。 

2.  本管がダクタイル鋳鉄管S50形の場合、Ｔ字管から不凍式排水弁（高密度ポリエ
チレン管）まではS50形で配管することとし、直管と異形管受け口との接合は異形

管切管施工時の抜止押輪とする。 

3. 本管がダクタイル鋳鉄管GX形φ75～150㎜の場合、Ｔ字管から不凍式排水弁（高密

度ポリエチレン管）まではGX形φ75㎜で配管を基本とし、直管と異形管受け口との

接合はG-Linkとする。 

4. 充填する砕石は、水が浸透する様配慮すること。 

5. 配水管末端部に接続するダクタイル鋳鉄管の口径は、φ50又は75㎜とする。 

 
 

 

 

G-Link 

G-Link 

鉄蓋と舗装面の段差 ０～５ｍｍ 



 

 

第 ９ 章   給 水 管 切 替 工  
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第９章  給水管切替工 

 

９－１ 給水管の切替 

1.   給水管口径φ25㎜以下の切替は、別図９－１「給水管切替標準図（１）」を標準
とし、給水管口径φ30㎜以上の切替は、別図９－１「給水管切替標準図（２）」を

標準とする。 

2.  公道内での管の継足しは原則として、行なわないものとする。 
3.  穿孔箇所には、密着コアを設置する。 
4.  既にメーターが撤去されているメーターボックスを交換する場合、通水が出来ず、
かつ、虫・ゴミ等が給水装置に入り込まないメーター代用管等の設置を標準とする。 

5.  その他の事項については「盛岡市給水装置工事施行要領」によるものとする。 
 

９－２ 止水栓及び給水用仕切弁の設置 

1． 止水栓及び給水用仕切弁の設置箇所は、原則として道路境界から0.50m～1.00m 

離れた宅地内とする。ただし、それによりがたい場合は監督職員と協議しなければ

ならない。 

2. M型止水栓にスペーサー(樹脂製)を設置すること。 

3． 止水栓筺の蓋の向きは、次図のとおりとする。 

 

 

 

９－３ 給水管切替及び切離しの報告 

   給水切替が生じた場合、受注者は工事週報に水栓番号、給水切替配管図及び切離

し配管図を記載することとする。 

 

９－４ 給水装置工事配管技能者 

1.  給水装置工事に従事する技能者は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) (公財)給水工事技術振興財団が実施する給水装置工事配管技能検定会の検定合

格者又は給水装置工事配管技能者講習会の修了者。 

(2) 給水装置工事配管技能者認定協議会が認定対象とする資格を有する者。 

2.  受注者は、給水装置工事に従事する技能者の合格証書又は合格者証（修了者証又

は認定証）の写しを添付し「技能者届」及び「技能者経歴書」を監督職員に提出し

なければならない。（第２章２－５技能者届） 

3.  技能者は、給水装置工事の施工にあたり主体的に業務を行わなければならない。 
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別図９－１ 

 区 分   標 準 図   備 考   

Ａ１タイプ 

(Ａ１Ｆタイプ) 

 

 

メーター直結止

水栓・逆止弁の

設置 

(既設PPに接続) 

Ａ２タイプ 

(Ａ２Ｆタイプ) 

 

 

メーター直結止

水栓・逆止弁の

設置 

(既設VPに接続) 

Ａ３タイプ 

(Ａ３Ｆタイプ) 

 

 

 

 

メーター直結止

水 栓 に 接 続 

Ａ４タイプ 

（Ａ４Ｆタイプ） 

 

 

 

 

既設ＰＰに接続 

Ａ５タイプ 

（Ａ５Ｆタイプ） 

 

 

 

 

既設ＰＰに接続 

Ａ６タイプ 

（Ａ６Ｆタイプ） 

 

 

 

 

既設ＶＰに接続 

Ａ７タイプ 

（Ａ７Ｆタイプ） 

 

 

 

 

既設ＶＰに接続 

Ａ８タイプ 

（Ａ８Ｆタイプ） 

 

 

 

予定栓の場合 

給水管切替標準図（１） 

被覆可とう管 

○Ｍ  

× 

× Ｎ ＜ ＝ 
既設管(PP) 

× 

× ＜ 

× 

× 

＜ 

× 

× 

× ○Ｍ  Ｎ ＜ 

○Ｍ  

× 

× Ｎ ＜ ＝ 
既設管(VP) 

既設管(PP) 

既設管(PP) 

既設管(VP) 

既設管(VP) 
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凡 例 

名  称  記  号 

高密度ポリエチレン管(HPPE(PWA005))  

ポリエチレン１種二層管(PP)  

既 設 管  

(参 考) 

 区 分   標 準 図(例) 

〇〇タイプ 

(〇〇Ｆタイプ) 

 

 

 

 

 

 区 分   標 準 図   備 考   

Ｃタイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設管口径30mm 

以上の場合 

※配水管が耐震

管で整備された

場合の給水切替

工は第一止水弁

までの配管は耐

震化を図ること

を標準とする。 

 

※Ｆ＝可とう管 

給水管切替標準図（２） 

＜ 

○Ｍ  

× 

× Ｎ ＜ ＝ 
PP 既設管 

 HPPE(PWA005) 

  ﾎﾟﾘﾒｰﾀｰ回転継手(HPPE用 )  M型止水栓 

 ﾎﾟﾘﾒｰﾀｰ継手 (HPPE用 ) 

既設管  

既設管  

既設管  



 

 

第 １ ０ 章   工 事 現 場 等 に 掲 げ る 標 識 類  
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第10章 工事現場等に掲げる標識類 

 

10－１ 義務 

建設業法等により、受注者は標識類の掲示が義務付けられていることから、工事

現場等に標識類を掲げなければならない。 

 

10－２ 掲示必須の標識類 

1．  建設業許可票 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)掲示場所：公衆の見やすい場所 

 (2)標識寸法：（縦）25㎝以上×（横）35㎝以上 

 (3)掲示根拠：建設業法 第40条、建設業法施行規則 第25条 

 (4)留意事項 

  ア 「専任の有無」は、専任の場合は「専任」、専任にていない場合は「非専任」

    と記載する。 

  イ 「資格者証交付番号」は、監理技術者が専任の場合、資格者証の交付番号を

記載する。 

  ウ 「許可を受けた建設業」は、当該現場で行っている工事で許可を受けた建設

業を記載する。 

2. 労災保険関係成立票 
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(1)掲示場所：事業場の見やすい場所 

 (2)標識寸法：（縦）25㎝以上×（横）35㎝以上（地色：白、文字：黒） 

 (3)掲示根拠：労働者災害補償保険法施行規則 第49条 

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第77条 

(4)留意事項：「事業主代理人の氏名」欄は、「事業主の住所氏名」欄に記入した氏

名以外の場合は、労働基準監督署に届出した代理人（支店長等）の

氏名を記載する。代理人の届出がない場合は空欄とする。 

3． 施工体系図（下請契約のある工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 掲示場所：工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所 
 (2)標識寸法：規定なし（読みやすい大きさにすること） 

(3)掲示根拠：建設業法 第24条の８第４項 

 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する法律 

第15条第１項 

(4)留意事項：「事業主代理人の氏名」欄は、「事業主の住所氏名」欄に記入した氏

名以外の場合は、労働基準監督署に届出した代理人（支店長等）の

氏名を記載する。代理人の届出がない場合は空欄とする。 

4． 下請負人に対する通知（下請契約のある工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(例) 

下請負人となった皆様へ 

 

この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者

に請け負わせた方は、延滞なく、工事現場内建設ステーションまで、建設業法施行

規則（昭和24年建設省令第14号）第14条の４に規定する再下請負通知書を提出して

ください。 

一度通知した事項や書類に変更が生じたときも、変更の年月日を付記して同様の

書類を提出してください。 

〇〇建設株式会社 
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(1)掲示場所：工事現場の見やすい場所 

 (2)標識寸法：規定なし 

(3)掲示根拠：建設業法施行規則 第14条の３ 

5．建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)掲示場所：現場事務所や工事現場の出入り口など見やすい場所 

 (2)標識寸法：大（Ａ３判）・小（Ａ４判）のシールのいずれか 

 (3)掲示根拠：建退共制度改善方策について（平成11年３月18日労働省、建設省、 

 建退共本部） 

 公共工事の入札及び適正化を図るための措置に関する指針  

 第２措置５（３）ハ 

6．緊急時連絡表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)掲示場所：現場事務所や工事現場の出入り口など見やすい場所 

 (2)標識寸法：規定なし 

 (3)掲示内容：関係連絡先、担当者（現場代理人）、電話番号 

(4)掲示根拠：土木工事安全施工技術指針 第４節工事現場管理５（３） 

 労働安全衛生規則 第642条の３ 
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7．作業主任者 

（単独と一覧表の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)掲示場所：作業場の見やすい箇所 

 (2)標識寸法：規定なし 

 (3)掲示根拠：労働安全衛生法 第14条 

 労働安全衛生規則 第18条 

 労働安全衛生法施工令 第６条 

 

8．再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書及び 

再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票 

 

（掲示例：再生資源利用計画書－現場掲示用－） 
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（掲示例：再生資源利用促進計画書－現場掲示用－） 
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（掲示例：再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票） 

 

※様式については以下URL参考（国交省ホームページ） 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kense

tsugyo_const_fr1_000001_00041.html 

(1)掲示場所：工事現場において公衆の見やすい場所 

 (2)標識寸法：規定なし 

(3)掲示根拠：建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準  

となるべき事項を定める省令  第九条の４ 

建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の  

促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令  第八条の８ 

再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●工事

元請建設工事事業者等 （株）○○○○○○○○○○

作成・更新年月日 2023/5/30 工事責任者 ○○　○○

土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
結果
区分

②

①

建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ 確認結果 詳細

1 規制未指定
［公共施設用地等］分類：道路
管理機関名：国土交通省●●河川国道事務所

2 規制未指定
［他法令許可等］採石法第３３条の採取計画認可
登録番号●●県第0000000号
国交省登録ストックヤード第0000000-000000号

3 公共施設用地等
分類：道路
管理機関名：国土交通省●●河川国道事務所

4 公共施設用地等
分類：河川
管理機関名：●●県●●●●●事務所

5 盛土許可等
盛土規制法第１２条許可
許可番号　●●県第000000号

6 盛土許可等
盛土規制法第２１条届出
令和●年●月●日届出（●●県）
国交省登録ストックヤード第0000000-000000号

7 盛土許可等
●●県●●●●●●●●に関する条例許可
許可番号0000000
国交省登録ストックヤード第0000000-000000号

8 他法令許可等
採石法第３３条の採取計画認可
登録番号●●県第0000000号

9 許可不要工事等
分類：工事付随堆積
元請業者：●●●●建設（株）

10 別途理由
盛土規制法（宅造区域）：許可対象規模未満
土砂条例：許可等対象規模未満
土地所有者：同意確認済

11 別途理由
盛土規制法（特盛区域）：届出対象規模未満
土砂条例：該当なし
土地所有者：同意確認済

12 規制区域外
盛土規制法：宅造区域及び特盛区域外
土砂条例：該当なし
土地所有者：同意確認済

▲▲工区 手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）

工事名

工区等 確認結果

工事区域 手続確認済（搬出可能）

●●●●●採石場跡地

注）　結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる

搬出先名称

●●●●●●道路改良工事

■■■■■■■■■■

●●●●●●道路改良工事

●●県●●●●仮置場

●●●●●土砂処分場

●●●●ストックヤード

●●●●土質改良プラント

●●●●●●●●ビル新築工事

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00041.html
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00041.html
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9．週休２日工事 

 

工事現場における週休２日工事 掲示の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事現場における週休２日交替制工事 掲示の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)掲示場所：公衆の見やすい場所 

 (2)標識寸法：規定なし 

(3)掲示根拠：盛岡市週休２日工事実施要領  

 

  

 

この工事は、盛岡市上下水道局が発注した週休２日工事です。  

建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に

取り組んでいます。 

 

受注者  〇〇建設㈱  

電 話  ０１９○－○○－〇〇〇〇 

 

この工事は、盛岡市上下水道局が発注した週休２日交替制工事で

す。  

建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交

替しながら休日確保に取り組んでいます。 

 

受注者  〇〇建設㈱  

電 話  ０１９○－○○－〇〇〇〇 
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10－３ 掲示が望ましい標識類（例） 

1. 道路使用許可申請書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)掲示場所：工事現場の見やすい場所 

(2)掲示根拠：道路使用許可条件 

2．  有資格者一覧表等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)掲示場所：工事現場の見やすい場所 

(2)掲示内容：就業制限業務及び特別教育を必要とする業務に従事する者 

 当該工事おける当該作業に対する有資格者 

(3)標識寸法：規定なし 

(4)掲示根拠：労働安全衛生法 第59条 第３項、第61条 

 労働安全衛生法施行令 第20条 

 労働安全衛生規則 第36条 

 



 

 

＜ 要  領 ＞  

①  施 工 計 画 書 作 成 要 領  

②  家 屋 ・ 井 戸 調 査 要 領  

③  工 事 写 真 撮 影 要 領   

④  工 事 完 成 図 面 作 成 要 領   

⑤  ポ リ ピ ッ グ を 用 い た 管 内 洗 浄 作 業 要 領  
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＜要領①＞         施工計画書作成要領 

 

１．適用 

    この要領は、受注者がどのような工法、工程及び組織等で施工するかを明らかに

するため、契約及び現場条件の検討を行い、盛岡市上下水道局に提出する施工計画

書の標準項目を定めるものである。 

 

２．施工計画書の作成及び提出 

    受注者は、契約締結後20日以内に、工事請負契約書、及び設計図書に基づき、工

事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に

提出しなければならない。 

    この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。

ただし、受注者は維持工事または簡易な工事等においては、監督職員の承諾を得て

記載内容の一部を省略することができる。 

 

３．標準項目  

  (1) 工事概要 

        工事の名称            請 負 金 額           

        工事の場所      発 注 者  

    契約年月日          受 注 者 

    工事の期間          工 事 内 容          （主要工種、延長）   

 (2) 実施工程表 

(3) 現場組織図  

    (例)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

現 場 代 理 人

社 内 検 査 員 安 全 巡 視 員

監 理 技 術 者

主 任 技 術 者

保
安
監
理

機
械
監
理

資
材
監
理

労
務
管
理

品
質
監
理

施
工
管
理
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  (4) 安全管理（安全管理計画） 

    ① 機械取扱い責任者の指導（日常点検の徹底） 

     ② 作業方法の安全確認と指導 

     ③ 道路交通法の厳守 

     ④ 工事標識、バリケ－ド、その他保安施設の点検整備 

     ⑤ 飛来落下事故防止 

     ⑥ 衛生用具、緊急用具の点検整備 

     ⑦ 第三者災害の防止 

     ⑧ 現場内での安全に関する巡視点検 

     ⑨ 公害対策 

  (5) 主要機械（機械名、形式性能、台数等） 

  (6) 主要資材（材料名、品質、規格、数量等） 

 (7) 施工方法 

     ① 準備工（測量、調査、試験堀、材料手配、道路使用許可、工事協力広報） 

     ② 土工（舗装切断工、掘削工、土留工、埋戻工、舗装仮復旧工等） 

    ③ 管布設工（布設工、消火栓設置工、給水管切替工、水圧試験、管洗浄等） 

     ④ 舗装本復旧工 

  (8) 施工管理計画（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等） 

(9) 緊急時の体制及び対応（警察署、消防署、労働基準監督署、道路管理者、病院、

東北電力、ＮＴＴ、盛岡ガス等） 

 ※緊急連絡体制図（例）は別図１を参照、現場代理人は常に連絡を取ることが

できる連絡先（携帯電話等）を記入すること。 

  (10) 交通管理 

   ①工事に伴う交通処理及び交通対策について記載すること。 

   ②迂回路を設ける場合には、迂回路の図面及び安全施設、案内標識の配置図並 

びに交通誘導警備員等の配置について記載すること。 

③実際の現場状況を反映した具体的な保安施設配置計画（作業時、休憩時）を

図示して説明し、道路部及び出入口対策、主要材料の搬入・搬出経路、積載

超過運搬防止対策等について記載すること。 

  (11) 環境対策 

(12) 現場作業環境整備 

  (13) 再生利用の促進 

    ※再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書（共通仕様書「岩手県県土

整備部」様式）を添付すること。 
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  (14) その他（添付書類） 

    ① 配水管配管図 

    ② 給水管切替図 

  ③ 土石の堆積場所 

※本体工事から離れた土地に当該工事に使用する土石又は当該工事で発生し 

た土石を一時的に堆積する場合に添付すること。 
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別図１ 緊急連絡体制（例） 
 

事故発生 

 
盛岡市上下水道局 
℡623-1411 
【発注部署】 
課（内線****） 

 
 
 
 

現場事務所 
℡ 
現場代理人氏名 
℡ 

 

会社名（責任者名） 
又は営業所名（所長名） 

主任監督員  
   ℡ ***-****-**** 

 
 
 
 
 
 
 

監督員     
    ℡ ***-****-**** 

 

  

  

水道等の協力会社 
 
 
 

                            

道路管理者 
盛岡市道路管理課 
℡651-4110(内2711) 

 盛岡東警察署 ℡606-0110 

盛岡西警察署 ℡645-0110 

 盛岡ガス㈱  ℡653-1241 

東北電力㈱ ℡653-2111  

盛岡中央消防署  ℡622-0119 

同玉山出張所  ℡683-2050 

盛岡西消防署  ℡647-0119 

盛岡南消防署  ℡637-0119 

盛岡西国道維持出張所 
℡687-5888 

NTT-ME岩手 

 ℡621-7192  

盛岡広域振興局土木部 
℡629-6634 

岩手県立中央病院 

        ℡653-1151 

 盛岡労働基準監督署 
            ℡621-5115 

高次救急センター 

        ℡651-5111 
                                       ※医療機関の設定は受注者の設定によるもの 
 
 
備考 
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＜要領②＞           家屋・井戸調査要領 

 

１ 適用 

 この要領は、工事に起因して家屋・工作物及び井戸等の被害の発生が予想される箇所

の調査に適用する。 

 

２ 調査範囲 

 受注者は、工事の規模、工法及び付近の地盤等を勘案し監督職員と協議の上、調査の

範囲を定めること。 

 

３ 調査内容 

受注者は、調査範囲内の被害の発生が予想される箇所を実地検分し、間取図の作成写

真撮影その他の方法により調査した上、調査報告書を作成し監督職員に提出すること。 

 

４ 報告書 

（1）報告書の大きさは、Ａ４版とする。 

（2）記載項目は下記のとおりとする。 

  ① 工事施工年度 

  ② 工事件名  

  ③ 調査月日 

  ④ 案内図（被害発生予想箇所） 

  ⑤ 被害予想物件記録写真（家屋、工作物、井戸等） 

  ⑥ 立会者 

  ⑦ 平面図（間取図等） 

  ⑧ その他関係図面等 

（3）前記項目の記録写真は、次の点に注意すること。 

  ① 調査時点ですでに発生している損傷・傾斜等は詳細に撮影すること。 

  ② 土台、基礎等は損傷の有無にかかわらず撮影すること。 

③ 家屋・工作物が工事施工箇所に特に接近している場合は詳細に撮影すること。 

 

５ 留意事項 

（1）土地又は家屋への立入りは、あらかじめ当該土地所有者、建物所有者及び居住者

に連絡し、その承諾を得た日時に行うこと。 

（2）立入りにあたっては、身分を示す証明書、腕章等を携帯し、関係者の請求があっ

たときはこれを提示すること。 

（3）写真撮影等実地検分の際には可能な限り関係者の立会を求めること。 

（4）この要領に基づき撮影した写真は、工事に起因して被害が発生した場合の補償額

の算定資料以外に使用しないこと。 



要領③－1 

 

＜要領③＞      工事写真撮影要領 

 

１．適用 

    この工事写真撮影要領は、送配水管工事の工事写真の撮影に適用する。 

 

２．工事写真の分類 

    工事写真は次のように分類する。 

(1) 着手前及び完成写真（既設部分写真等を含む） 

(2) 施工状況写真 

(3) 安全管理写真 

(4) 使用材料写真 

(5) 品質管理写真 

(6) 出来形管理写真 

(7) 災害写真 

(8) その他（公害、環境、補償等） 

 

３．写真の色彩 

  写真はカラーとする。 

４．工事写真の整理方法 

  工事写真の整理方法は次によるものとする。 

(1)  工事写真は電子媒体で提出し、｢電子納品基準｣によるものとする。 

(2)  監督職員と協議のうえ、工事写真を印刷で提出する場合は、｢工事写真帳作成基準｣

によるものとする。 

(3) 整理については、工事全体の流れがわかるものを作成し、工種毎に工事過程（着手

前、施工状況、出来形管理、完成等）が容易に把握できるようにする。 

(4)  同じ工種が繰返すものについては、代表的な１サイクルの写真を整理し、その他は

必要に整理する。 

(5)  施工状況、安全管理、使用材料、品質管理、出来形管理写真等は、それぞれ分類し

て整理する。 

 

５．工事写真の撮影基準 

    工事写真の撮影は、別表3-1「撮影箇所一覧表」に示すものを標準とする。 

(1)  写真撮影にあっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を被写体とともに
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写しこむものとする。 

なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付し

て整理するものとする。 

    ①工事名 

    ②工種等 

  ③測点（位置） 

  ④設計寸法 

  ⑤実測寸法 

  ⑥略図 

     

(2)  特殊な場合で監督職員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影する

ものとする。 

(3)  配管状況撮影は、作業日毎の配管状況が確認できるものとし、小黒板に配管図を記

載し全景を撮影するものとする。ただし、配管図の寸法等を読み取れない場合は、別

に小黒板を撮影し、添付すること。 

 

６．留意事項等 

    別表3-1「撮影箇所一覧表」の適用について、次の事項を留意するものとする。 

(1)  撮影項目、撮影頻度等は標準を示したものであるから、工事内容により必要に応じ

て増減するものとする。 

(2)  施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。 

(3)  不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよ

う、特に注意して撮影しなければならない。 

(4)  公的機関で実施された品質証明書を保管、整備した場合には品質管理写真を省略す

ることができる。 

(5)  撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図等を添付する。 
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別表 3-1-(1)      【撮影箇所一覧表(1)】 
 

 撮 影 種 目 撮   影   要   領 
撮影箇所 

整理枚数 

(1) 
工事着工前 

完成 

工事標識を入れた全景写真 

施工前と完成後の状況を同一箇所で同一方向から撮

影する 

測点毎 

(2) 試験堀 
掘削した箇所について、その施設物の形状寸法及び深

度等、黒板に記入して撮影する 
各箇所 

(3) 
仮設設備 

及び資材管理 

材料置場、材料検査、保管、工事用機械器具等の管理

状況などを撮影する 

４枚程度／

全体 

(4) 保安施設 保安施設の設置状況が確認できるもの 主要箇所 

(5) 土留工 矢板工の設置状況が確認できるもの 測点40ｍ毎 

(6) 水替工 使用ポンプ、排水状況が確認できるもの 測点40ｍ毎 

(7) 覆工 覆工板の設置状況が確認できるもの 各箇所 

(8) 舗装版切断工 

①コンクリート、アスファルト舗装のカッター作業状

況（スタッフ等により切断幅が確認できるも） 

②舗装切断時に発生する汚泥の回収・処理状況 

測点40ｍ毎 

(9) 床掘工 

①機械床掘の状況 

②基面整正状況 

③スタッフ等により、幅、深さ等の出来形寸法が確認

できるもの 

測点40ｍ毎 

(10) 残土処理工  

①  運搬積込み（機械又は人力積込み）の状況 測点40ｍ毎 

②残土捨場の状況 

③産廃処理場の処分状況 

５枚程度／

全体 

(11) 管防護砂埋戻工 
スタッフ等により一層厚さ毎の出来形寸法が確認で

きるもの 
測点40ｍ毎 

(12) 埋戻工  

①  スタッフ等により埋戻材一層厚さ毎の出来形寸法
が確認できるもの 

②  埋設標識シート設置状況 
測点40ｍ毎 

(13) 管布設工  

①  管の吊り込み状況 
②  管内部清掃状況 
③  管明示テープ貼付状況 
④  トルクレンチの締付け状況 
⑤  配管時状況（スタッフにより土被りの確認できるも
の） 

⑥  ポリエチレンスリーブ（テープ、ゴムバンド含む）
設置状況 

⑦  管探知ワイヤ設置状況 

測点40ｍ毎 

⑧  管切断（溝切り）状況 
⑨  溝ゲージ計測状況 
⑩  切断面の塗料塗布状況 
⑪  挿し口リング設置状況 

切断箇所 

⑫  異形管布設状況（全景） 
⑬  ライナ設置状況 
⑭  既設管との連絡状況（全景） 
⑮  ガス管、ＮＴＴケーブルなどとの交差、近接状況及
び寸法が確認できるもの 

各箇所 
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別表 3-1-(2)      【撮影箇所一覧表(2)】 

 

 撮 影 種 目 撮   影   要   領 
撮影箇所 

整理枚数 

(14) 消火栓設置工 

①設置状況（全景） 

②基準高（舗装仕上がり面から上胴部最下面までの距

離）が確認できるもの（地上式の場合） 
各箇所 

(15) 
仕切弁筐設置工 

各種弁室設置工 

①舗装面と仕切弁筐、各種弁室鉄蓋の段差状況が確認

できるもの 
各箇所 

(16) 舗装仮復旧工 
①舗装状況が確認できるもの 

②スタッフ等により厚さが確認できるもの 
測点40ｍ毎 

(17) 

弁室等の構造物  

基礎工 

コンクリート工 

①掘削断面の出来形寸法の確認できるもの 

②スタッフにより基礎砕石又はコンクリート構造物

の幅、厚さの出来形寸法が確認できるもの 

③型枠の据付け状況 

④鉄筋の径別配筋状況 

⑤コンクリートのスランプ試験状況 

⑥コンクリートの強度試験状況 

⑦完成写真（全景） 

各箇所 

(18) 給水管切替工 

①スタッフにより土被りが確認できるもの 

②スタッフにより出来形寸法が確認できるもの 

③サドル分岐、ポリエチレンシート施工状況 

④メーターボックスの設置状況（ブッシュリベット又

はストッパーの設置状況、中蓋の設置状況、水栓番

号・部屋番号等の記載状況等） 

⑤配管状況が確認できるもの 

各戸毎 

（指示のあ

る時は別

途） 

(19) 
管洗浄工  

(ポリピッグ洗管) 

①ポリピッグを挿入している状況 

②管によるポリピッグの排出状況 

③仮設配管状況 

④残留塩素濃度測定記録写真 

挿入時 

排出時 

各箇所 

(20) 水圧試験 

①水圧試験立会状況 

②試験開始前後の水圧及び時間経過が確認できる 

もの 

水圧試験毎 

(21) 
舗装本復旧工 

（土工） 

舗装切断工  ①作業状況 

掘 削 工  ①掘削状況 

            ②出来形寸法の確認ができるもの 

路 盤 工  ①ローラ又はタンパによる転圧状況 

②スタッフにより厚さの出来形寸法の

確認できるもの 

測点40ｍ毎 

(22) 
舗装本復旧工  

（表層・基層） 

①アスファルト乳剤散布状況 

②合材舗設状況 

③ローラ又はタンパによる転圧状況 

④合材の初期締固め時の温度確認 

測点40ｍ毎 

各箇所 

(23) 充填工 

①使用充填材確認（納入量確認） 

②  プラント全景 
③  充填材注入配管（起点側・終点側） 
④  練混状況 
⑤  充填確認（終点側） 
⑥  充填量確認（充填後）（チャート紙又は充填材空袋） 

各箇所 
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＜要領④＞ 工事完成図面作成要領 

 

１．適用 

(1) この要領は、配水管等管路及び付属構造物を新設、移設または撤去する工事の受注者

が上下水道局に提出する工事完成図面（別図４－２「完成図記述例」参照）を作成する

際の要領を定めるものである。 

(2) 作図一般、記号、線の一般的用法その他この要綱に定めのないものは、JIS（Z）8310

～8318、土木学会「土木製図基準」及びその他関係規格によること。 

 

２．工事完成図面の作成 

提出する完成図面は、下図を作成し、監督職員の事前審査を受けた後、トレ－ス仕上

げ、またはＣＡＤにより製図すること。 

なお、図面はモノクロ仕上げとする。 

 

３．図面の様式 

完成図面の大きさは原則としてＡ１判とし、別図４-１-（１）により輪郭線を設ける

こと。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議し、その指示によること。 

 

４．作図表現 

(1) 図面標題の表示 

別図４－１－（２）「標題の整飾図」により、図面の右上に記入すること。 

(2) 位置図 

位置図の縮尺は1/10,000とする。ただし、施工延長の長い工事や施工範囲の広い工事

の作成にあたっては、作成方法について監督職員と打ち合わせを行ったうえで作成する

こと。 

なお、平面図が２枚以上になる場合、位置図に平面図の区分図を記入すること。 

(3) 工事概要の表示 

① 表示位置 

工事概要は、原則として位置図の下段に記入すること。 

② 記述事項 

  工事概要には、工種及びその管種、管径、付属弁栓類等施設、数量のほか、監督職

員が必要と認めた事項について記述すること。 

(4) 平面図（配管詳細図含む） 

① 縮尺 

平面図の縮尺は1/500とする。 

なお、これにより難い場合は監督職員と協議し、その指示によること。 
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② 文字の大きさ 

Ａ２に縮小した場合でも判読できるものとすること。 

③ 工事施工箇所の表示 

工事施工箇所については、背景図と明瞭に区別できるよう太線で作成することとし、

引き出し線により工事概要に記述する事項のほか、管の接合形式、管の内面処理、消

火栓番号、その他監督職員が必要と認めた事項を表示すること。 

③ 管路の表示 

新設管は太い実線、既設管は新設管と区別できるよう細い実線、または細い点線に

て表示のうえ、管路記号、口径及び工事番号を記述すること。また、用途を廃止又は

既に廃止している管は細線上に斜線で表現し、「掘上撤去」「継続占用(充填無)」「継

続占用(充填有)」「新規占用(充填有)」等の表示をすること。 

④ 管路の布設延長 

実測した距離（異形管も含む）で表示すること。 

⑤ 管の埋設位置及び土被りの表示 

管の埋設位置及び土被りは、官民境界線から管の埋設位置までの離れ及び土被りを

実測し、引き出し線の上段に離れを、下段に土被りを表示する。 

なお、表示する箇所は、事前に監督職員と打ち合わせを行いその指示によること。 

⑥ 地盤高の表示 

平面図には監督職員の指示により、水道施設管理図または道路現況平面図に記述さ

れている単点標高を表示すること。 

⑦ 詳細図 

道路横断、水路横断、伏せ越し、鉄道横断箇所等で監督職員が指示する箇所につい

ては、平面、断面等の詳細図を作成すること。 

⑧ 給水管の表示 

各戸の給水管は、分岐箇所から家屋（メータ位置）までの管路、管種及び口径、止

水栓位置・メータ位置並びにメータ口径について、記号等を用いて表示すること。 

また、家屋枠内には水栓番号及び所在地を記述すること。 

⑨ 貯水槽の表示 

貯水槽までの管路、管種及び口径並びに貯水槽の有効容量を記述すること。 

(5) 配管図 

① 配管図は配管状況及び配管材料の使用状況、既設配管との接続状況が解るよう管路

記号を用いて作図すること。特に、既設管との接続部分の配管状況については、既設配

管を省略することなく詳細に記入すること。 

② 新設管と既設管は容易に区別できるよう線種を使い分けるなどして記述するものと

し、詳細については監督職員の指示により作成すること。 

③ 異形管類は、管路記号だけで判別できない場合、品名、形状寸法、切管種別等を必ず

記入すること。 
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④ 弁栓類（仕切弁、排水弁、消火栓）は始点から終点に向かって、弁栓類別に通し番号

（№）を付け、通し番号に対応した弁栓類一覧表を作成すること。 

⑤ 弁栓類一覧表のうち、仕切弁一覧表には仕切弁番号、口径、仕切弁種別、設置年

度、仕切弁型式、スピンドル深度、製造メーカー、本管埋設深度、継足棒の有無を記

載すること。 

⑥ 弁栓類一覧表のうち、排水弁一覧表には排水弁番号、口径、排水弁種別、設置年

度、排水弁型式、製造メーカー、補修弁種類、補修弁メーカー、本管口径、本管埋設

深度を記載すること。 

⑦ 弁栓類一覧表のうち、消火栓一覧表には消火栓番号、消火栓種別、設置年度、消火

栓型式、製造メーカー、補修弁種類、補修弁メーカー、本管口径、本管埋設深度を記

載すること。 

⑧ 布設替工事等により既設管の用途を廃止した管については、平面図の管路表示と同

様の手法を用いて表示すること。 

(6) 縦断図 

縦断図は作成することを原則とするが、次の場合は省略することができる。 

① 道路形状に変化を伴わない移設、管種及び口径変更等の場合。（他工事関連） 

② 平坦地で口径250mm以下かつ、延長500ｍ以下の場合。 

(7) 横断図 

① 既存道路内の場合は、道路形態の変化する箇所で作成し記入すること。 

② 道路工事等を伴う場合は、監督職員の指示する測点で作成し記入すること。 

③ 横断図作成箇所については、平面図に位置及び方向、または測点を記述すること。 

④ 横断図には新設管及び残存管の埋設位置・深さを明示すること。なお、他の地下埋設

物の種類、埋設位置、深さについても可能な限り明示すること。 

(8) 給水管切替図 

各戸の給水管切替図は、メータ上流側は分岐箇所からメ－タまでの詳細な配管を、メ

－タ下流側は最初の曲管類または異種管継手までの配管と距離を必ず明示すること。 

なお、メ－タの移設を行った場合には、必ず明示すること。 

(9) オフセット図 

消火栓、仕切弁、空気弁、止水栓等弁栓類、工事始終点、管末のオフセットについて

は、できるだけ３箇所以上の地上構造物等から距離を実測し記入すること。異形管類に

ついては、監督職員と打ち合わせのうえ、その指示により記入すること。弁栓類オフセ

ットは、始終点、異形管等オフセットと分けて作成すること。 

なお、原則としてオフセット図は平面図と兼用し作成してはならない。 

(10) 構造図 

地下式消火栓室、空気弁室、排水弁室等の構造図を記入すること。 

 

５．図式記号 

図式記号は、別表４－１「管路記号一覧表」を用いて表示すること。 
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６．工事完成図面の保存 

完成図面は、別に定める電子記憶媒体作成仕様（別表４－２）に基づき電子記憶媒体

に保存すること。また、別表４－３「工事完成図面情報入力表」を併せて作成すること。 
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（１）管路記号

記　号 名　　称 記　号 名　　称

ＤＩＰＡ ダクタイル鋳鉄管Ａ形 ＳＳＰ 波状ステンレス管

ＤＩＰＫ ダクタイル鋳鉄管Ｋ形 ＣＩＰ 鋳鉄管

ＤＩＰＳⅡ ダクタイル鋳鉄管ＳⅡ形 ＣＩＰＬ 鋳鉄管

ＤＩＰＳ ダクタイル鋳鉄管Ｓ形 ＳＰ 塗覆装鋼管

ＤＩＰＮＳ ダクタイル鋳鉄管ＮＳ形 ＧＰ 亜鉛メッキ鋼管

ＤＩＰＧＸ ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形 ＳＧＰ－ＰＢ ポリエチレン粉黛ライニング鋼管

ＤＩＰＳ50 ダクタイル鋳鉄管Ｓ50形 ＳＧＰ－ＰＤ 内外綿被覆鋼管

ＤＩＰＫＦ ダクタイル鋳鉄管ＫＦ形 ＡＣＰ 石綿セメント管

ＤＩＰＴ ダクタイル鋳鉄管Ｔ形 ＶＰ 硬質ポリ塩化ビニル管

ＰＰ ポリエチレン管（２層管） ＨＩＶＰ 耐衝撃性塩化ビニル管

ＨＰＰＥ 高密度ポリエチレン管 ＬＰ 鉛管

ＳＵＳ ステンレス管

（２）継手記号

記　号 名　　称 記　号 名　　称

Ａ形継手 ＮＳ形継手

Ａ形継手（特殊押輪付） ＮＳ形継手（ライナ付）

Ｋ形継手 ＮＳ形移動防止金具

Ｋ形継手（特殊押輪付） ＧＸ形継手

Ｋ形継手（離脱防止型特殊押輪(3DkN)付） ＧＸ形継手（ライナ付）

フランジ形継手 Ｐ－Ｌｉｎｋ

既設管継手部補強金具 Ｇ－Ｌｉｎｋ

ＳⅡ形継手 Ｓ50形継手

ＳⅡ形継手（ライナ付） Ｓ50形継手（ライナ付）

Ｓ形継手 Ｓ50形継手（抜け止め押輪）

ＫＦ形継手 切管マーク

（３）弁栓類記号

記　号 名　　称 記　号 名　　称

ソフトシール仕切弁 排水弁

立型仕切弁 排水弁室

バタフライ弁 減圧弁

仕切弁室 計量装置

ストップ弁 片落管

空気弁（単口） さや管（○○は管種を記入）

空気弁（双口） 割Ｔ字管取り出し

地上式消火栓（単口） 布設位置管末

地上式消火栓（双口） メカ栓

地下式消火栓（単口） フランジ蓋

地下式消火栓（双口） ＮＳ形栓

逆止弁 ＧＸ形帽（突部のない切管にはG-Link使用）

Ｓ50形栓

（別表４－１）　管　　路　　記　　号　　一　　覧　　表

Ｓ

ＥＰ

ＢＦ

Ａ

Ａ

Ｒ

○○
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（３）弁栓類記号

記　号 名　　称 記　号 名　　称

不断水仕切弁 止水栓

不断水栓 自記録水圧計（□内は番号を記入）

メーター（量水器）φ13 受水槽［ＴＬ(地下式）ＴＲ(地上式）]

メーター（量水器）φ20 私○○ 私設消火栓（○○は番号を記入）

メーター（量水器）φ25以上 私設幹栓（　　　は番号を記入）

不凍式排水弁(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×DIPφ50) 不凍式排水弁(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×DIPφ75)

（４）異種管記号

記　号 名　　称 記　号 名　　称

十字管 短管１号

Ｔ字管 短管２号

受挿し片落管 排水Ｔ字管

挿し受片落管 異種管継手（ＣＶＳ）

曲管 異種管継手（ＣＶＳ－Ａ）

フランジ付Ｔ字管 短管１号片落

継輪 短管２号片落

ＶＣジョイント ＶＣジョイント片落

異種管継手 異種管継手片落

鋳鉄管φ 50 鋳鉄管φ600

鋳鉄管φ 75 鋳鉄管φ700

鋳鉄管φ100 鋳鉄管φ800

鋳鉄管φ150 石綿管φ 75

鋳鉄管φ200 石綿管φ100

鋳鉄管φ250 石綿管φ150

鋳鉄管φ300 石綿管φ200

鋳鉄管φ350 ビニル管φ 75

鋳鉄管φ400 ビニル管φ100

鋳鉄管φ450 ビニル管φ150

鋳鉄管φ500 ビニル管φ200

（例）CIP 100 N-009 掘上撤去

（別表４－１）　管　　路　　記　　号　　一　　覧　　表

廃止管（既設管）

Ｉ Ｖ

Ｉ Ｐ
12

TL TR

211

ＶＰ

ＶＰ

ＶＰ

ＶＰ



要領④－６ 

 

別表４－２ 電子記憶媒体作成仕様 

内  容 詳  細 

使用媒体に

関すること 

 

 

使用する媒体 ・ＣＤ－Ｒ１枚に格納すること。なお、格納することが不可能な場合は、別途

協議すること。 

CD-Rに明記する

情報 

（記入例参照） 

 

・工事番号 

・工事の名称または、業務の名称 

・工事完成または、業務完了年月日 

・発注者名 

･受注者名 

・正、副の区別 

CD-Rに明記する

方法 

・プリンタブル仕様のものを使用し、直接印字するか、専用ラベルを専用の

貼り付け用器具で確実に貼り付けること。 

電子記憶媒体を

保管するプラスチ

ックケースに明記

する情報 

・工事番号 

・工事の名称または、業務の名称 

・工事完成または、業務完了年月日 

･受注者名 

・正、副の区別 

電子記録媒

体に保存す

る内容 

保存するもの ・工事完成図面及び弁栓類台帳を次のフォルダ名称で保存すること。 

 

 

 

※図面が１枚のみの場合はマルチTIFFフォルダの作成はしないこと。 

工事完成図の保

存方法について 

・工事完成図は、ＴＩＦＦ（Ｇ４）形式、読み込み密度400dpiとし、原図から直

接読み込むこと。 

・図面は、横長方向で読み込むこと。 

・ＣＡＤにより図面作成した場合であっても、作成した図面を出力し、上記

の方法で読み込むこと。 （この場合、出力図面はマイラー図面とする必要

は無い。） 

・完成図面１枚毎シングルTIFFおよびマルチTIFFを作成する。 

・ファイル名称は次の例により附すること。 

【例】 工事番号 “水建30－１４” (図面枚数２枚)の場合 

シングルTIFFのファイル名 

SK30‒014 -001.tif 、 SK30-014 -002 .tif とする。 

マルチTIFFのファイル名 

   SK30‒014.tif  とする。 

※ アルファベットは半角大文字、数字は半角とする。 

給水切替及び切

離報告書につい

て 

・給水切替及び切離報告書は、ＴＩＦＦ（Ｇ４）形式とすること。 

・シングルTIFF及びマルチTIFF（工事完成図面と合わせて１つのファイル

とすること）を作成すること。 

・ファイル名称は次の例により附すること。 

【例】 工事番号 “水建30－１４” (給水切替及び切離報告書)の場合 

シングルTIFFのファイル名 

SK30-014（給水切替及び切離報告書） .tif とする。 

※ アルファベットは半角大文字、数字は半角とする。 

   
ｼﾝｸﾞﾙTIFF ﾏﾙﾁTIFF 弁栓類台帳 
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弁栓類台帳につ

いて 

・様式に従ってエクセル形式で作成したものを保存すること。 

・ファイル名称は次の例により附すること。 

【例】工事番号 “水建30－１４” の工事において、消火栓×2基、空気弁

1基、500mm仕切弁1基、水管橋1箇所の整備があった場合 

SK30-014(消火栓1).xlsx、SK30-014(消火栓2).xlsx 

SK30-014(空気弁1).xlsx 

SK30-014(本管仕切弁1).xlsx 

SK30-014(水管橋1).xlsx 

その他 ・作成したＣＤ－Ｒは、不許複製とする。 
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ＣＤ－Ｒに明記する情報の記入例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
水建２９－○○ 

○○○○○工事 

工 事 完 成 図 

正または副 

令和○○年○○月○○日 

発注者：盛岡市上下水道局水道建設課 

受注者：○○○○ ○○○○ 

工 事 番 号 
工事の名称 

正，副の区別 

工事完成年月日 
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別表４－３ 工事完成図面情報入力票

－

令和　　　年　　　月　　　日 ～

　　　　　　　　　　　　　　係

（正） ○

（副） ○

【以下記入不要】

インポート年月日 令和　　　年　　　月　　　日

備　　　　 　　　考

組

令和　　　年　　　月　　　日

組

Ｃ　Ｄ　－　Ｒ

数　　　量

盛　岡　市　上　下　水　道　局　　　　　　　　　　　　課

令和　　　年　　　月　　　日

印

印

印

工 事 番 号

工事の名称

工事の場所

工事の期間

担 当 課 名

担 当 者 名

会　 社 　名

現場代理人

作成機関（者）

発
　
注
　
者

受
　
注
　
者

電
　
子
　
記
　
憶
　
媒
　
体

連　 絡 　先

提出年月日

種　　　　 類

作業者名
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別図４－１－（１） 図 面 の 様 式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図面の輪郭及び輪郭線 

単位（ｍｍ） 

呼び名 寸 法 
ａ×ｂ 

輪郭線の離れ 
ｃ 

輪郭線の離れ 
ｄ 

Ａ１版 ５９４×８４１ ３０ ２０ 

Ａ２版 ４２０×５９４ ２５ １５ 

 
※ 輪郭に用いる輪郭線は，太さ０.５ｍｍ以上の実線とすること。 

a 

b 

c 

d 

d 

d 

図面の標題 
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別図４－１－(2) 

標 題 の 整 飾 図 

  

 

－ 

20 40 20 40 

120 5 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
2
 

1
0
 

1
0
 

5
 

5
2
 

2
 

盛岡市水道配水管整備事業 完成図 

図  名 

施工場所 

図  番 

工 事 名 

縮  尺 ／ 

盛岡市水道第７次拡張事業 完成図 

図  名 

施工場所 

図  番 

工 事 名 

縮  尺 ／ 

盛岡市水道浄配水場施設整備事業 完成図 

図  名 

施工場所 

図  番 

工 事 名 

縮  尺 ／ 



別図４-２　「完成図記述例」

平面図・記載例には記入されていないが、提出の際は水栓番号を記入すること。

要領④－11

※完成図提出の際は、水栓番号を表示すること。



別図４-２　「完成図記述例」

配管図 ・工事で設置した仕切弁、排水弁、消火栓は配管図内にNoを記入し、そのNoに対応した一覧表を作成し図面に記入すること。

要領④－12



別図４-２　「完成図記述例」

給水切替図・記載例には記入されていないが、提出の際は水栓番号を記入すること。

要領④－13

3/6

※完成図提出の際は、水栓番号を表示すること。



別図４-２　「完成図記述例」 要領④－14

※完成図提出の際は、水栓番号を表示すること。



別図４-２　「完成図記述例」 要領④－15

※完成図提出の際は、水栓番号を表示すること。



別図４-２　「完成図記述例」 要領④－16

※完成図提出の際は、水栓番号を表示すること。
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＜要領⑤＞     ポリピッグを用いた管内洗浄作業要領 

 

１．適用 

 この要領は、ダクタイル鋳鉄管等の管路においてポリウレタン製のピッグ（以下「ポ

リピッグ」という）を用いて管内洗浄を行う場合の作業内容について定めるものであ

る。 

 

２．使用するポリピッグ 

 使用するポリピッグは、デュラフォーム及びスワブの２種類とし、いずれも管内洗

浄の対象となる管の口径と同径以上の外径を有するものを使用するものとする。 

 

３．走行回数 

 ポリピッグは、デュラフォームとスワブとの各１個の組み合わせを１組とし、新設

管の場合最低１回走行させるものとする。ただし、規定回数走行後であっても、異物

が検出される場合は、監督職員の指示により、走行回数を増やさなければならない。 

 

４．ポリピッグの挿入方法 

 下図の方法により、ポリピッグを管内洗浄の対象となる管に挿入するものとする。 

 

５．管内洗浄実施時の水圧及び水量の調整 

 管内洗浄実施時の水圧及び水量の調整は、施工上最も重要な要素であることから、

監督職員の立会いを求め、入念に行わなければならない。既設管路による水道水の供

給に影響を与えたり、赤水、濁水等が発生しないようにしなければならない。 

 

                ｽﾜﾌﾞ         ﾃﾞｭﾗﾎｰﾑ 

 

 

        流水方向 

 

 

 

         操作ﾊﾞﾙﾌﾞ    ｽﾜﾌﾞ   ﾃﾞｭﾗﾎｰﾑ 

 

 

         流水方向 
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参考資料 

 

ポリピッグを用いた管内洗浄作業手順 

 

 

 ピッグを使用して新設管を洗管する場合、その現場の条件に合わせて実施しなくて

はなりませんが、ここでいくつかの例を上げて簡単に説明します。 

 

１．ピッグ類管内への装填について 

(1) 短管又は直管に予めピッグ類を装填し、これを洗管対象となる管路の最上流付近

に布設します。この方法によれば、材料は従来の工法のままで済むことになります。 

この方法では、ピッグ類を管内に入れたまま暫くの間放置せざるを得ない場合も

起こります。この場合には上水道水などとの接触を出来るだけ避けるようにします。

このようにして約３ヵ月放置したのち洗管を行い成果を上げた実績もあります。 

(2) 洗管対象となる管路の最上流付近にＴ字管を取りつけます。このＴ字管を利用し

てピッグ類を管内に装填するわけですが、摩擦抵抗、Ｔ字管での屈曲のため加圧水

によって行う必要があります。Ｔ字管の取りつけは、一見無駄のようにも見えます

が、後日のメンテナンスで有効に活用できます。 

 

２．ピッグ類管内からの取り出しについて 

(1) 敷設された管にドレン用の仮設配管を接続し、適当な放流先まで吐出水を誘導し

ます。この方法では、洗管終了後に仮設配管を取り外し、管の接続が必要となりま

す。 

(2) 洗管対象となる管路の最下流付近にＴ字管を取りつけます。このＴ字管に仮設配

管を接続し適当な放流先まで吐出水を誘導します。洗管終了後は、仮設配管を取り

外し、栓を取りつければ終了となります。 

 

３．施工スパンについて 

(1) 工区毎に洗管を行う場合には、それぞれにピッグ類の装填と取り出しをしなけれ

ばなりません。また、工区毎の進捗状況によって、装填及び取り出しとも影響を受

けます。ピッグ類を新設管の洗管に使用する場合、特に装填と取り出しのときに消

耗しますから、その回数が増えるほど不利にもなります。 

(2) 全工区が同一口径であれば、これを１スパンとして洗管することが可能です。ピ

ッグ類の装填、取り出しは１回ずつですみます。過去の実績では、１スパンで 7.5 

km 洗管したものがあります。 

 

４．ピッグ類の保管について 

一度使用したピッグ類を再使用する目的で保管する場合には以下のことにご注意

ください。 

(1) ピッグ類はウレタン製ですので、紫外線を嫌います。日の当たらない場所に、ビ
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ニール袋等に入れて保管してください。（新品も同様です。） 

(2) 洗管に使用すると、汚れる場合があります。この場合は、良く水洗いし汚れを落

としてください。 

(3) 水を含んでいる場合には、良く水を絞り出してください。そして、風通しのよい

場所で充分に水を切ってください。 

(4) 充分に乾いたら、(1)のようにして保管してください。 



 

 

＜ 基  準 ＞  

①  水 道 工 事 施 工 管 理 基 準  

②  出 来 形 管 理 基 準  

③  品 質 管 理 基 準  

④  電 子 納 品 基 準  

⑤ 工 事 写 真 帳 作 成 基 準  

  



＜管理基準①－1＞ 

水道工事施工管理基準  
１．目 的  
  この基準は、工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物の出

来形及び品質規格の確保を目的とする。  
 
２．適 用  
  この基準は、盛岡市上下水道局発注の水道工事に適用する。ただし、請負工事の

種類、規模、施工条件等により、この基準によりがたい場合は、監督職員の承諾を

得て他の方法によることができる。  
 
３．構 成  
  本基準における施工管理の対象項目及び構成は次のとおりとする。  
 
          工程管理  
          出来形管理  
          品質管理  
          写真管理  
 
４．管理の実施  
 (1) 受注者は、工事施工前に施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければなら

ない。 

 (2) 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなけ

ればならない。 

 (3) 受注者は、工事施工前に施工管理計画を施工計画書に定め、提出すること。管

理計画には、施工目標値の設定を含めるものとし、目標値は設計値を下回らない

ように定めること。 

 (4) 受注者は、測定（試験）等を工事の施工と平行して、管理の目的が達せられる

よう速やかに実施しなければならない。 

 (5) 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度管理図又は結果表等に記録し、適

切な管理のもとに保管し、監督職員の請求に対し直ちに提示するとともに、検査

時に提出しなければならない。 

 

５．管理項目及び方法  
(1)    工程管理 
    受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク又はバーチャート

方式など）により作成した実施工程表により行うものとする。 

(2)    出来形管理 
    受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測

し、設計値と実測値を対比して記録した出来形表又は出来形図を作成し管理する

施工管理  
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ものとする。 

(3)  品質管理 

    品質管理は、品質管理基準により実施し、その管理内容に応じた工程能力図又

は品質管理図表、度数表を作成すること。 

(4)  写真管理 

    写真撮影は、標準仕様書に定める「工事写真撮影要領」により行うこと。 

      

  



＜管理基準②－1＞ 

出 来 形 管 理 基 準 
 
１．出来形管理基準の適用  
(1) この出来形管理基準は、検査に必要な最小限の基準である。従って各工事におい
ては、原則として、起・終点及び側点（No）ごとの測点管理を行い、その内から各

工種の測定基準により出来形管理表等を作成すること。 

(2) 延長で管理するもののうち施工延長が 50ｍ以下のものについては、1 施工単位当

り 2 箇所を測定すること。 

(3) 管理位置については、あらかじめ施工計画書に記載すること。 

(4) 道路復旧等の施工管理は、各道路管理者の定める基準によらなければならない。 

 

２．各工種及び測定項目等 

  受注者は、出来形管理にあたっては、監督職員と設計数量との整合性について協

議し、適切な管理を行わなければならない。 

 

３．準拠する管理基準 

  この出来形管理基準に記載のない工種については、「共通仕様書（岩手県県土整備

部）」の出来形管理基準に準拠するものとする。 
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単位  mm 

工   種  項 目 規格値  測 定 基 準 摘 要  

管
布
設
工
□
開
削
工
事
□ 

基準高  
（土被り）  ± 30  

施工延長 40ｍ（測点

間隔 25ｍの場合は 50

ｍ）につき１箇所。

延長 40ｍ（又は 50

ｍ）以下のものは , 

１施工箇所につき２

箇所。  

 

幅 －  50 

延 長  設計値以上  １施工箇所毎   

占用位置  ± 30  

施工延 長 40ｍ （ 測 点

間隔 25ｍ の 場 合は 50

ｍ）につき１箇所。  
延長 40ｍ（又は 50

ｍ）以下のものは , 

１施工箇所につき２

箇所。  

設 計 図 に明 示した 伏

せ越し 等、 特殊部 及

び付属 施設 につい て

は全箇所。  

 

推 

進 
工 

事 

基準高  
（垂直方向）  

1100㎜未満 ±50 基準高、蛇行は施工延

長20ｍにつき1箇所と

する。 

裏込材のてん充状況の

測定は40ｍにつき1箇

所とする。 

 
 
 
 
 
 
 
各区間延長は－20ｃｍ 

 

1100㎜以上  

管経の5％以内かつ±100 

蛇行  
（水平方向）  

1100㎜未満 ±100 

1100㎜以上  

管経の10％以内かつ±

150 

浸入水  認めない 

目地切れ、剥離  認めない 

管の亀裂  

幅  0.25以下 

長さ  

管長方向 管長の 1/4 以

下 

管周方向  管周の 1/10

以下 

延長  0～＋0.2％以内 

裏込材   

マ
ン
ホ
□
ル
設
置
工 

基準高  ※ 
全マンホール 

製品使用の場合は、製

品の寸法については、

規格証明書等による。 

※ マ ン ホ ー ル 設 置

工 の 基 準 高 に お け

る 出 来 高 管 理 基 準

は、仕切弁筐設置工

及 び 各 種 弁 室 設 置

工 の 基 準 を 準 用 す

る。 

厚さ  － 20 

幅（内径）  － 30 

高さ  ± 30 



＜管理基準②－3＞ 

単位   mm   

 工  種  項 目  規 格 値  測 定 基 準 

消
火
栓
設
置
工
□
地
上

式
□ 

基 準 高  

※基準高は、舗

装仕上がり面か

ら上胴部最下面

までの距離と

し、80mmを基準

値とする。 

± 30 

全ての地上式消火栓  

各
種
弁
室
設
置
工 

仕
切
弁
筐
設
置
工 

基 準 高  

※基準高は、舗装

仕上がり面とし、

各種弁室鉄蓋等の

上面までの下がり

を5mm以内とす

る。  

0 ～  － 5 以内  

全ての仕切弁筐、弁室  

函

渠

工

・

開

渠

工

等 

   基 準 高    ± 30  函渠等寸法は、両端、

施工継手箇所及び構造

図の寸法  
表示箇所その他につい

ては監督職員の指示に

よる。  
各区間延長は－ 20cm  

厚さ t1～ t4     －  20  

 幅 （ 内 法 ） ａ     －  30  

   高 さ  ｈ     ± 30  

   延 長  Ｌ     設計値以上  

街 
渠 

   延 長    設計値以上  
各区間延長は－ 20cm  
監督職員の指示による。   

基礎工  
 幅     －  50  

 厚     －  30  

備 
 
 
 
 
 
 
 
 

考 

 

 
 

 



＜管理基準③－1＞ 

品 質 管 理 基 準  

 
１．品質管理基準適用の留意点 

(1) この品質管理基準は、水道工事に使用する材料の品質と現場での施工に対する試

験（測定）種目と、その管理基準を定めたものであり、各工種の試験（測定）基準

により品質管理表及び合格判定表等を作成すること。 

(2) 区分における必須とは：各工種の試験種目の中で施工に際し、必ず試験（測定）

を実施する項目とする。 

(3) 区分におけるその他とは：必須に次ぐ試験種目で、必要に応じて特記仕様書又は

監督職員が指示した場合に試験（測定）を実施する項目とする。 

(4) 道路復旧等の施工管理は、各道路管理者の定める基準によらなければならない。 

 

２．各工種及び試験（測定）項目等 

  受注者は、品質管理にあたっては、監督職員が現地において立会い又は確認する

工種及び試験（測定）項目等について工事着手前に協議すること。 

 

３．準拠する管理基準 

  この品質管理基準に記載のない工種については、「共通仕様書（岩手県県土整備部）」

の品質管理基準に準拠するものとする。 
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種
別 

工
種 

試
験
区
分 

 
   試 験 項 目 

 
  試 験 方 法 

 
   規 格 値 

 
     試験基準 

 
       摘     要 

 試験成績 

 表等によ 

 る確認 

 

管
布
設
工 

材
料 

必
須 

ダクタイル鋳鉄管直管 

（エポキシ粉体塗装管） 

 

  JIS G 5526（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） 

JWWA G 113（水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） 

JIS G 5528（内面樹脂粉体塗料） 

JWWA G 120,JDPA G 1049（GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） 

JDPA G 1052（S50形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） 

 
日本水道協会による検査 
日本ダクタイル鉄管協会による検査 

  
日本水道協会検査証明証 
日本ダクタイル鉄管協会検査証明書 
 
※内・外面塗装は、設計図書で指定し
たもの。 

 
水道工事標準仕様書「水道工事承認材料
一覧表」による 

 

ダクタイル鋳鉄異種継手直管 

（エポキシ粉体塗装管） 

 JWWA G 113（水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） 

JIS G 5528（内面樹脂粉体塗料） 

ダクタイル鋳鉄異形管 

 

  JIS G 5527（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管） 

JWWA G 114（水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管） 

JIS G 5528（内面樹脂粉体塗料） 

JWWA G 121,JDPA G 1049（GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） 

JDPA G 1052（S50形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） 

ダクタイル鋳鉄管接合部品  JIS G 5527附属書（ダクタイル鋳鉄異形管） 

JIS K 6353（水道用ゴム） 

JDPA G 1049（GX形ダクタイル鋳鉄管） 

JDPA G 1052（S50形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管） 

 ダクタイル鋳鉄管用 

押輪・特殊押輪 

 水道工事標準仕様書で承認したもの 

 水道用塗覆装鋼管  JIS G 3443 

JWWA G 117 

JWWA K 135 

JWWA A 109 

外面塗装は設計図書で指定したもの 

水道用塗覆装鋼管 

（異形管） 

 JIS G 3451 

JWWA G 118 

JWWA K 135 

JWWA A 109 

外面塗装は設計図書で指定したもの 

 水道用硬質塩化ビニル 

ライニング鋼管 

  JWWA K 116 

 水道用ポリエチレン粉体 

ライニング鋼管 

  JWWA K 132 

 水道用硬質ポリ塩化ビニ 

ル管 

  JIS K 6742 

水道用耐衝撃性硬質塩化 

ビニル管 

  JIS K 6742 
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種
別 

工
種 

試
験
区
分 

 
   試 験 項 目 

 
  試 験 方 法 

 
   規 格 値 

 
     試験基準 

 
       摘     要 

 試験成績 

 表等によ 

 る確認 

 

管
布
設
工 

材
料 

必
須 

水道用ポリエチレン管 

（1種2層管） 

 JIS K 6762 
 
日本水道協会による検査 
日本ダクタイル鉄管協会による検査 

  
日本水道協会検査証明証 
日本ダクタイル鉄管協会検査証明書 
 
※内・外面塗装は、設計図書で指定したもの。 
 
水道工事標準仕様書「水道工事承認材料一覧
表」による 

 

 水道用ポリエチレン管継手   JWWA B 116 

異種管継手  水道工事標準仕様書で承認したもの 

 水道用ソフトシール仕切弁  JWWA B 120（フランジ形） 

JWWA B 120に準拠（NS形、SⅡ形） 

内外面粉体塗装、内ネジ式、立形、右回り開 

JWWA B 120に準拠（GX形、S50形） 

内面粉体塗装、外面耐食塗装、内ネジ式 

立形、右回り開 

 水道用バタフライ弁  JIS B 2064 立型 

立型仕切弁   JWWA B 122 

 内ネジ式 

不断水割Ｔ字管、不断水栓   水道工事標準仕様書で承認したもの 

 水道用急速空気弁   JIS B 2063 

 JWWA B 118 

不凍急速型空気弁   水道工事標準仕様書で承認したもの 

水道用補修弁   JIS B 126 

水道工事標準仕様書で承認したもの 

地上式消火栓   盛岡市上下水道局仕様 

 水道工事標準仕様書で承認したもの 

地下式消火栓   JWWA B 103及び準拠 

水道工事標準仕様書で承認したもの 

不凍式排水弁   水道工事標準仕様書で承認したもの 
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種
別 

工
種 

試
験
区
分 

 
   試 験 項 目 

 
  試 験 方 法 

 
   規 格 値 

 
     試験基準 

 
       摘     要 

 試験成績 

 表等によ 

 る確認 

 

管
布
設
工 

材
料 

必
須 

マンホール口環蓋  JWWA B 132 

水道工事標準仕様書で承認したもの 

 
日本水道協会による検査 

  
日本水道協会検査証明証 
 
※内・外面塗装は、設計図書で指定したもの。 
 
水道工事標準仕様書「水道工事承認材料一
覧表」による 

 

 組立マンホール   水道工事標準仕様書による 

 排水弁室  水道工事標準仕様書で承認したもの 

減圧弁室  水道工事標準仕様書で承認したもの 

仕切弁筐  JWWA B 110 

盛岡市上下水道局仕様 

水道工事標準仕様書で承認したもの 

 仕切弁筐台  水道工事標準仕様書で承認したもの 

 仕切弁台  水道工事標準仕様書で承認したもの 

埋設標識シート   水道工事標準仕様書で承認したもの 

管明示テープ   水道工事標準仕様書で承認したもの 

 ポリエチレンスリーブ類   JWWA K 158、JDPA Z 2005 

管探知ワイヤ 

（ロケーティングワイヤ） 

  水道工事標準仕様書で承認したもの 

サドル付分水栓  JWWA B 117 

止水栓   盛岡市給水装置工事要綱による 

メーター直結止水栓  盛岡市給水装置工事要綱による 

止水栓筐   盛岡市給水装置工事要綱による 

    



〈管理基準④－1〉 

電子納品基準 

 

１．適用 

電子納品基準は、工事写真を電子媒体で提出する場合の属性情報等の標準仕様を定め

たものである。 

 

２．フォルダ構成 

フォルダ構成は図一 1に示すものとする。 

「PHOTO」フォルダの直下に「PIC」と「DRA」のフォルダを置くものとする。 

「PIC」とは、撮影した工事写真ファイルを保管するフォルダを示し・「DRA」とは、参

考図ファイルを保管するフォルダを示す。なお、参考図とは、撮影位置、撮影状況等の

説明に必要な撮影位置図、平面図、凡例図、構造図等である。 

 

 

 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

３．留意事項 

電子媒体ルート、ファイル形式、使用文字コード等については、電子納品特記仕様書

〔工事〕、盛岡市電子納品ガイドライン(案)、盛岡市電子納品ガイドライン運用編(案)を

準用する。 

PIC 

工事写真ファイル１ 

電子媒体ルート 

PHOTO 

工事写真ファイル２ 

参考図ファイル１ 

参考図ファイル２ 

DRA 

図一 1.写真管理フォルダ構成図 
 

・工事写真(DTD+XMLファイル) 

 PHOTO.XML、PHOTO05.DTD 



〈管理基準⑤－1〉 

工事写真帳作成基準 

 

１．写真の大きさ 

  写真の大きさは、サービスサイズとする。 

  ただし、次の場合は別の大きさとすることができる。 

(1) 着手前、完成写真等はキャビネ版又はつなぎ写真とすることができる。 

(2) 異形ブロック等、同一の写真が多くなるものは代表写真を除き密着写真 

 （ベタ焼き）とすることができる。 

(3) 監督職員が指示するものはその指示した大きさとする。 

 

２．工事写真帳の大きさ 

  工事写真帳は、工事用アルバムＡ４版とする。デジタルカメラを用いて写真を撮影し

た場合も、工事用アルバムＡ４版に準じた寸法で写真帳を作成するものとする。 

 

３．工事写真帳の提出部数及び形式 

  工事写真帳の提出部数及び形式は次によるものとする。 

(1) 提出部数は、施工条件一覧表特記仕様書による。 

(2) 監督職員の指示があった場合は、その指示による。 



 

 

＜ 仕  様  書 ＞  

①  空 気 弁 室 、 排 水 弁 室 及 び 仕 切 弁 室 用 鉄 蓋 仕 様 書  

②  組 立 マ ン ホ ー ル 仕 様 書  

③  排 水 弁 室 仕 様 書  

④  消 火 栓 室 用 鉄 蓋 仕 様 書  

⑤  仕 切 弁 筐 仕 様 書  

  



仕様書①－1 

 

＜仕様書①＞  空気弁室、排水弁室及び仕切弁室用鉄蓋仕様書 

 

１．適用範囲 

 この仕様書は、盛岡市が使用する水道用空気弁室、排水弁室及び仕切弁室用鉄蓋（蓋

及び受枠）(以下「製品」という）について適用する。 

 

２．  構造・材質 

(1) 製品の構造は添付図面を標準とする。 

(2) 蓋と受枠の接触面は全周に９度の勾配を付け、双方共ガタツキの無いように機械

加工にて仕上げ、蓋は互換性を有すること。 

(3) 蓋が傾いたまま食い込まない機能と、蓋の開閉のガイドとなる機能を併せ持った

12ヶ所の逆テーパーの受けを受枠の内側に有すること。 

(4) 蓋と受枠は蝶番により接続され、かつ蓋と受枠の取付け及び取り外しが容易な構

造であること。 

(5) 蝶番は蓋の裏面取付け方式として、蓋の180度垂直回転と360度水平旋回が１本の

開閉工具で出来ること。 

(6) 開閉用コジリ穴は開閉に用いる工具に対し、互換性を有する構造とする。 

(7) 製品の材質は、JIS(G)5502に準拠する球状黒鉛鋳鉄品とする。 

 

３．製作及び表示 

 蓋の表面には、盛岡市水道用マーク、種類及び空気弁（空気弁室用）、排水弁（排

水弁室用）又は仕切弁（仕切弁室用）のいずれかの文字を鋳出し、蓋の裏面には責任

表示として製造業者のマーク、会社名、材質記号（FCD）及び製作年（西暦）を鋳出す

ること。 

 

４．塗装 

 塗装は、製品の内外面を清掃した後、乾燥がすみやかで、密着性に富み、防食性及

び耐候性に優れた塗料を用いて実施すること。 

 

５．その他 

 検査項目や試験方法その他についてはJIS(A)5506に準拠する。 
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別図１－１「鉄蓋標準図（T-14用）」 
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別図１－２「鉄蓋標準図（T-25用）」 








































































































































